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１ 策定の背景 

本県の地域公共交通を取り巻く状況は、人口減少による需要の縮小やそれに伴う交通事

業者の収支悪化、運転士不足をはじめとする供給面の課題など、厳しさを増しており、新

型コロナウイルス感染症の影響によって、より一層深刻さを増しています。今後、アフタ

ーコロナにおける新しい生活様式の定着や、価値観・生活様式の多様化が進めば、地域公

共交通はますます縮小する恐れがあります。 

その一方で、地域公共交通には新たな動きも生まれています。これまで競争状態にあっ

た地域の交通事業者が、逆境をバネに相互に連携・協働しながら、交通に新たな価値を創

出する動き、いわゆる「共創」の取組が本県でも拡がりつつあり、こうした動きは行政や

利用者にとっても従来の地域公共交通の位置づけを見直す契機となり得ます。 

このような中、国においては、令和３年度からの第２次交通政策基本計画において、基

本的方針として「地域が自らデザインする地域の交通」、「行政と民間が一体となり地域が

支える地域公共交通」、「事業者による競争だけでなく、事業者間の連携の促進」といった

３つの方向性を掲げています。また令和４年度にとりまとめられた、「リ・デザイン」有識

者検討会での提言を踏まえ、令和５年度に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

（地域交通法）」が改正されるとともに、「地域公共交通計画」の実質化に向けた検討会が

開催されるなど、地域公共交通に関する議論が活発化してきています。 

こうした背景を踏まえ、本県においても、今後の持続可能な地域公共交通の実現に向け、

県、市町、交通事業者、県民といった全ての関係者が中長期的な視点をもって「目指す姿」

と取組の方向性を広く共有するため、地域公共交通政策のマスタープランとなる「広島県

地域公共交通ビジョン（以下「ビジョン」という。）」を策定することとします。 

 

策定に当たっては、学識者、交通事業者、社会福祉協議会や PTA など利用される立場の

方々、市町などが参画する協議会、エリア分科会、ワーキンググループにおいて、現状分

析に加え、将来予測にも基づき、丁寧に議論を行うとともに、各市町の交通会議での意見

も取り入れながら、実効的な方策を検討していきます。また、今後の施策の実施に当たっ

ては、市町や交通事業者が地域の実情に応じた取組を行えるよう、特に交通関連データの

基盤整備・活用や人材育成といったマネジメント面で県が主体的な役割を果たしながら、

県・市町が一体となった交通体系の構築を目指します。 

 

ビジョンの策定とそれに基づく施策の実施を通して、将来にわたって、日常生活で必要

な移動手段が確保され、安心して暮らすことができるよう、取り組んでいきます。 
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２ 策定の趣旨 

(1) 目的 

交通事業者、県民、行政といった関係者が中長期的な視点をもって、地域公共交通の

目指す姿とその実現に向けた方向性を広く共有し、一体的に取り組むためのマスタープ

ランとして、県全域を対象に策定します。 

(2) 計画期間等 

ア 計画期間 

令和６年度～令和 10年度（５年間） 

計画期間中は PDCA の仕組みを構築・マネジメントし、遅滞なく事業の見直し

や改善を行うなど、目標達成に向けた取組の軌道修正や加速化を図ります。 

イ 対象地域 

広島県全域 

ウ 対象となる交通 

県内を主な発着地とし、既存の公共交通（バス、鉄道、旅客船、タクシー）に限ら

ず、県民の日常生活における移動及び観光客等が本県を移動するための新たな交通サ

ービスも対象とします。 

(3) ビジョンの位置づけ 

ア 関連計画との関係 

市町や交通事業者と連携して持続可能性の高い地域公共交通を構築するための指針

及び、「地域交通法」に基づく県の地域公共交通計画として策定します。 

 
図 関連計画との関係 

新制度・新事業
エコシステムとして

持続可能な地域公共交通の実現

広島県地域公共交通ビジョン

（令和６年３月 策定予定）

広島県総合計画
安心▹誇り▹挑戦 ひろしまビジョン

（令和２年10月策定）

県

広島県都市計画制度

運用方針

交通政策における
マスタープラン

関連計画
地域公共交通計画

（県内23全市町が策定又は策定予定）

地域交通法

(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律)

（令和５年10月改正）

国

計画作成の努力義務化
（R2～） 市町

施策へ反映

県内交通の方向性

・バスネットワークの再構築

・鉄軌道系ネットワークの機能強化

・タクシーの機能強化

・船舶の機能強化

・交通結節点等の機能強化

・地域公共交通サービスの向上 etc…

県民の豊かな生活を支える「持続可能な地域公共交通ネットワーク」の形成

施策へ反映都市計画区域
マスタープラン
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イ 市町地域公共交通計画との関係 

市町の地域公共交通計画の指針として、県全域での地域公共交通の目指す姿を示し、

施策の大きな方向性を打ち出すことで、県、市町が一体となった交通体系の構築を目

指します。 

ビジョンの策定に当たっては、各市町の地域公共交通活性化協議会等を広島県地域

公共交通協議会の部会として位置づけ、地域の実情に応じた議論を行ってきました。 

 

 

 

図 市町地域公共交通計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

広島県
地域公共交通ビジョン

各市町
地域公共交通計画

ネットワークの再編

地域公共交通サービスの向上etc.

交通結節点等の機能強化

新たな交通サービス

（県）各種補助制度

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

指針としての

目指す姿，施策の方向性

①素案提示地域公共交通活性化協議会等での意見交換

広島県地域
公共交通協議会 （市町も参画）

広島県
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第１章 総論 
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１ 基本的な考え方 

県民の皆様の豊かな暮らしに必要な日常生活の移動を守っていくことはもとより、様々

な分野の垣根を越えて連携しながら地域公共交通に新たな価値を創造することで、持続可

能な地域公共交通が実現されると考えています。 

そのためには、移動の実態を的確に把握した上で、需要や供給に応じ、各地域が最適な

ネットワークで結ばれ、ひいては県全体が最適なネットワークで結ばれるよう、全ての関

係者がそれぞれの役割を果たすとともに相互に連携し、一体的に取り組んでいく必要があ

ります。 

 

こうした基本的な考え方に基づき、次のとおりビジョンの策定を進めてきました。 

 

(1) 人の移動に着目 

人口減少や高齢化が加速度的に進み、地域公共交通の持続性がこれまで以上に困難な

社会において、日常生活に必要な移動を確保していくためには、地域にある多様な輸送

資源を有効に活用していく必要があります。 

このため、ビジョンの策定に当たっては、交通手段別の議論から始めるのではなく、

まずは人の移動に着目し、県民の生活に必要な移動をどのように満たしていくのかとい

う観点から、検討を進めてきました。 

(2) データ活用と未来からの視点 

移動を考える際には、顕在化している需要を捉え、その将来動向（人口減少、高齢化

等）を詳細に分析するとともに、「転換需要」や「潜在需要」といった現時点では顕在化

していない需要についても可能な限り捕捉していく必要があります。 

このため、前者については交通データ、人流データ等に基づいたデータ分析を行い、

後者についてはスキャニング等の手法も用いた、将来の不確実性も踏まえた未来からの

視点で需要を捕捉しました。 
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(3) 地域類型 

ア 地域特性に合わせた類型化 

地域の実情に応じた検討を進めるため、県内地域を移動特性に合わせ、６つのパタ

ーンに類型化しました。 

具体的には人流のビッグデータ※1を活用し、「移動の傾向（日中の人の動き）」と「移

動量（昼間の平均滞在量）」をそれぞれ３つに分類し、それぞれのマトリクスが持つ特

性に合わせ、６つのパターンに集約しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：「混雑統計®」データは、NTTドコモが提供するアプリケーション※２の利用者より、許諾を得た上で送信され

る携帯電話の位置情報を、NTT ドコモが総体的かつ統計的に加工を行ったデータ。 位置情報は最短 5 分毎

に測位される GPSデータ(緯度経度情報)であり、個人を特定する情報は含まれない。 

※２：ドコモ地図ナビサービス(地図アプリ・ご当地ガイド)等の一部のアプリ。  



8 

 

イ 地域類型の全域概況 

広島県内を類型化した結果、広島市、福山市、呉市といった都市の中心部に「都市拠

点型」が見られ、それを囲むように「都市住居型」が広がっています。 

役場や駅、主要道路等の周辺には「地域拠点型」が点在し、その周辺部に「地域住居

型」が広がっています。 

大規模工業地帯や郊外に立地する工業団地は「生産拠点型」に分類され、人口密度

が低い中山間地域等では、そのほとんどが「移動需要分散型」となっています。 

このように県内地域を移動特性に応じて捉えることで、拠点型と居住型の分布状況

が客観的に把握でき、類型間の移動・類型内の移動それぞれについて、行政区域に捉

われない議論を行うことができます。 

また、地域類型別に目指す姿を共有することで、それぞれの類型（＝地域の移動特

性）に応じた施策の検討にも繋げることができます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 広島県の地域類型 

  

【凡例】地域類型 

都市拠点型 

都市住居型 

生産拠点型 

地域拠点型 

地域住居型 

移動需要分散型 

背景：地理院地図 
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図 地域類型のイメージ 

 

 

都市拠点型

都市住居型

・高層ビル
・商業ビル
・タワーマンション
・新幹線駅

・マンション群
・住宅団地

生産拠点型
・大規模工場
・工業地域

・鉄道駅 ・市役所
・マンション ・ホテル
・総合病院

地域住居型 ・低密に立地する住居

地域拠点型
・町役場 ・支所周辺
・病院 ・道の駅

移動需要分散型
・山、川、海
・集落

類型を想起させるワード
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ウ 類型別の移動特性 

(ｱ) 都市拠点型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 都市住居型 
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(ｳ) 生産拠点型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 地域拠点型 
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(ｵ) 地域住居型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｶ) 移動需要分散型 
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２ 目指す姿の設定に当たって 

(1) 目指す姿の位置づけ 

本県が抱える地域公共交通の構造的な課題に対応していくために、県民、交通事業者、

行政といった全ての関係者が中長期的な視点を持ちながら、一体となって取り組むこと

が重要です。 

このため、ビジョンでは、本県の総合計画である「安心▹誇り▹挑戦 ひろしまビジョン」

や国の動き等も踏まえながら、持続可能性の高い地域公共交通を構築するための指針で

ある目指す姿を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 目指す姿の考え方 

 

(2) 上位計画等のレビュー 

目指す姿の設定にあたっては、本県の実情のみにとどまらず、根拠法に規定されてい

る役割や、「持続可能な地域公共交通の再構築（リ・デザイン）」等の国の動向、本県の総

合計画である「安心▹誇り▹挑戦 ひろしまビジョン」、広島県地域公共交通協議会のワー

キンググループにおける「移動の意義」の議論を踏まえながら、総合的な視点で検討し

ました。 
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地域公共交通の役割（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律） 

根拠法の一つである「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」において、地域公共

交通の役割が次のとおり定められています。 

 

上位計画（安心▹誇り▹挑戦 ひろしまビジョン） 

広島県総合計画「安心▹誇り▹挑戦 ひろしまビジョン」において、基本理念と目指す姿を

次のとおり定め、その実現に向けた基本的な考え方に「（2）特性を生かした適散・適集な

地域づくり」を掲げています。 

目的（第１条）～抜粋 

○ 次に掲げる、地域旅客運送サービスの提供を確保し、 

 ・ 地域住民の自立した日常生活及び社会生活の確保 

 ・ 活力ある都市活動の実現 

 ・ 観光その他の地域間の交流の促進 

 ・ 交通に係る環境への負荷の低減 

○ 交通政策基本法の基本理念にのっとり、地域における主体的な取組及び創意工夫を推進し、 

もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

地域公共交通の役割 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針 

１ 意義及び目標に関する事項 抜粋 

○ 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保

のため、地域の関係者は次の目標を追求すべき 
 ・ 住民、来訪者の移動手段の確保 
 ・ 地域社会全体の価値向上 
 ・ 安全・安心で質の高い運送サービスの提供 
 ・ 新たな技術やサービスの活用による利便性向上の
促進 

交通政策基本法 

○ 交通が次の機能を有するものであり、 

 ・ 国民の自立した日常生活及び社会生活の確保 
 ・ 活発な地域間交流及び国際交流 
 ・ 物資の円滑な流通 
○ 国民の交通に対する基本的な需要が適切に充

足されることが重要であるという認識の下行われな
ければならない 

基本理念 

将来にわたって、「広島に生まれ、育ち、住み、働いて良かった」と 

心から思える広島県の実現 

目指す姿 

県民一人一人が「安心」の土台と「誇り」により、夢や希望に「挑戦」しています 

～仕事も暮らしも。里もまちも。それぞれの欲張りなライフスタイルの実現～ 



15 

 

 

国の動き（アフターコロナに向けた地域交通の「リ・デザイン」） 

国土交通省では、有識者検討会での提言を踏まえた地域交通法の改正など、地域交通を

持続可能な形で再構築していく動きが加速しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

提言（令和４年８月 26日） 

具体的な検討の方向性 

（１）官と民の共創 

     意欲的な地域に対するエリア一括で複数年化された支援制度の創設 

（２）交通事業者間の共創 

     事業者や交通モードの垣根を越えて「共創」を進めるための環境整備 

     に対する支援 

（３）他分野を含めた共創 

     地域のくらしのための交通のプロジェクトや人材育成に対する支援の強化 

まとめ 

自動運転や MaaS などの「交通 DX」、車両の電動化や再エネ地産地消などの

「交通 GX」、そして「３つの共創」により、利便性・持続可能性・生産性が向上

する形に地域交通を「リ・デザイン」し、地域のモビリティを確保するというコンセプト

の下でさらに議論を深化させていくことが必要。 

アフターコロナに向けた地域交通の「リ・デザイン」 
有識者検討会 (令和 4年 3月 31日設置） 

改正地域交通法の全面施行（令和５年 10月 1日）に

合わせ、 

以下の項目が創設・拡充 

１．地域の関係者の連携と協働の促進 

２．「エリア一括協定運行事業」の創設 

３．ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充 

４．「道路運送高度化事業」の拡充 

５．鉄道・タクシーにおける協議運賃制度の創設 

６．社会資本整備総合交付金の拡充、新たな基幹事業 

の追加 

 

新たな枠組みにより、利便性・生産性・持続可能性の高い

地域公共交通への「リ・デザイン」が加速化 

 

地域交通法の改正等 
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移動の意義（ワーキンググループでの議論） 

ビジョンの策定にあたって、学識者（協議会委員）を中心とするワーキンググループを

設置し、人々の暮らしにとっての移動の意義やあるべき姿について、議論を重ねてきまし

た。 

 

分類 あるべき姿 

都市間の 
広域移動 

●広域移動の維持に向けた多様な需要の喚起・取り込み・維持 

●一定の需要を確保し、サービス水準を好スパイラル化 

●都市活動のため最低限維持・保証する移動の確保（通学・ｴｯｾﾝｼｬﾙﾜｰｶｰ） 

●地域公共交通をベーシックインフラとする認識の普及 

●自家用車中心のライフスタイルからの行動変容 

地域内の
移動 

都
市
部 

●交通事業者が協調・連携する仕組みづくり 

●輸送資源の最適化 

中
山
間 

●都市基盤整備・まちづくりと連携した交通のあり方の再検討 

●自家用車が無くても移動ができ生活ができる環境の確保 

●住民が地域公共交通を積極的に使うライフスタイルへの変容 

●地域の輸送資源の総動員 

●多様な目的へのケア（ex.夜の交流・飲み会、サードプレイス的な活動） 

地域公共交通
のサービスを 
構成する主体 

●行政・交通事業者が共創した市場（ビジネス分野）開拓 

●新たな取組（複数年方式・インセンティブ）を支援する制度設計 

●アジャイル式（実証実験制度）での取組支援 

●実証などの結果やノウハウを県全体で共有する枠組み・体制の構築 

●災害等のコントロールできない有事に交通をマネジメントする人材・組織づくり 

●技術革新や環境意識に対応した移動手段が選択できる社会 

 

(3) ここまでのまとめ 

ここまでの上位計画等のレビューを踏まえ、本県の地域公共交通における目指す姿を

考える際のエッセンスを抽出します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 日常生活をしっかり支えていくことに加え、生産性向上、価値向上など、その先の価値も創出 

○ 出発地側だけでなく、目的地側の経済・イノベーションの観点 

○ コロナ禍を経て、対面で合う価値の再認識 

○ 顕在化した需要だけでなく、抑圧された需要の捕捉  etc. 

移
動
の
意
義 

 地域公共交通の役割（地域交通法） 

○ 地域住民の自立した日常生活及び社会生活の確保 
○ 活力ある都市活動の実現 
○ 観光その他の地域間の交流の促進 
○ 環境への負荷の低減 

移動の意義（WG における議論） 

○ 日常生活に加え、生産性向上など、その先の価値も創出 
○ 出発地側だけでなく、目的地側の経済・イノベーションの観点 
○ コロナ禍を経て、対面で合う価値の再認識 
○ 顕在化した需要だけでなく、抑圧された需要の捕捉 

上位計画（安心▹誇り▹挑戦 ひろしまビジョン） 

基 本 理 念 将来にわたって、「広島に生まれ、育ち、住み、働
いて良かった」と心から思える広島県の実現 

  都市と自然の近接性を生かした 
適散・適集な地域づくり 

国の動き（地域交通の「リ・デザイン」） 

○ 交通 DX 
○ 交通 GX 
○ 官と民の共創 
○ 交通事業者間の共創 
○ 他分野を含めた共創 

エッセンスを抜き出すと・・・ 

移動が支える日常生活、社会生活 どこにいても繋がれる社会 

分野の垣根をこえた関係者間の共創 維持するだけでなく、新たな価値を創出 
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３ 目指す姿 

(1) 目指す姿（県全体） 

    

 

 

 

ことば ことばの意味・込めた思い 

県民の暮らし 通勤、通学、買い物、通院等、守るべき県民の日常生活 

地域・経済 
交通×まちづくり、交通×ビジネス、交通×医療など、分野の垣根をこえた 

地域公共交通のデザイン 

共創 
事業者、県民、行政等、交通に関わる全ての関係者による、 

地域公共交通の再構築 

ひろしまの価値を 
高める 

豊かな暮らしやイノベーションに地域公共交通が貢献することで、 

広島県の価値を高める 

社会基盤 地域公共交通をベーシックインフラとしてしっかり支えていく 

 

地域公共交通がベーシックインフラとして、県民の皆様の豊かな暮らしに必要な日常

生活の移動を守るとともに従来の発想や手法にとらわれることなく、様々な分野の垣根

をこえて連携しながら新たな価値を創造することで広島県の価値を高めている状態を目

指します。 

目指す姿の実現に向けては、県が主体となって、事業者、県民、市町等と連携しなが

ら、地域公共交通を利便性、快適性、生産性が向上する形にリ・デザインし、ひいては

「安心▹誇り▹挑戦 ひろしまビジョン」が掲げる適散・適集社会にも寄与します。 

  

 

 

 

  

県民の暮らしと、地域・経済の共創を支え、ひろしまの価値を高める 

社会基盤としての地域公共交通の実現 
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(2) 目指す姿（地域類型別） 

県全体の地域公共交通の目指す姿を踏まえ、地域類型別の目指す姿をそれぞれの移動

特性に合わせて設定します。 

 

「都市拠点型」の目指す姿 

圏域全体の豊かな生活環境の創出に向けて、拠点内及び拠点間が相互に連携しながら最適な 

交通ネットワークで結ばれています。 

設
定
の
視
点 

【拠点間の移動】 

圏域全体の発展を牽引するため、バスターミナル、主要港、主要駅等、各圏域の交通結節点を

結ぶ最適なネットワークが整備され、拠点間を自由に移動できています。 

【まちなかのコミュニケーション】 

人と人との出会いを通じて、まち全体でのイノベーションを促進するため、効率性の高い移動に 

加え、まちなかの移動そのものを楽しむ環境が整っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「都市住居型」の目指す姿 

多様な価値観やニーズを持つ様々な世代の人々が、大都市圏では得られないゆとりと安心を 

実感できるよう、都市と自然を自由に行き来できています。 

設
定
の
視
点 

【アクセス性の向上】 

都市に近い立地条件を背景に、多くの人々が日々の生活に地域公共交通を利用しており、 

交通モード相互の連携によって目的地へのアクセス性が高まっています。 

【多様なライフスタイル】 

東京や大阪といった大都市圏では得られない多様なライフスタイルを後押しするため、 

人々が交通結節点を経由し、豊かな自然にアクセスすることができています。 

 

 

 

 

 

 

  

・高層ビル 

・商業ビル 
・タワーマンション 
・新幹線駅 

・鉄道駅   ・市役所 

・マンション  ・ホテル 

・総合病院 

・マンション群 
・住宅団地 
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「生産拠点型」の目指す姿 

環境と経済・生活のどちらかではなく、どちらも追求する社会となるよう、地域や企業において 

地域公共交通の利用が促進されています。 

設
定
の
視
点 

【脱炭素による環境負荷の軽減】 

地域課題の解決と交通の脱炭素化の同時実現を目指した地域や企業が増え、地球環境にも利

用者の利便性にも配慮したモビリティとしての地域公共交通が浸透しています。 

【災害時のレジリエンス】 

災害発生時等おける企業活動の継続性を高めるため、地域公共交通の各モードが相互の不足

を補いながら運行を続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域拠点型」の目指す姿 

広域ネットワークと地域内の生活交通が整備され、生活の拠点としてだけでなく都市部への 

アクセス性も向上しています。 

設
定
の
視
点 

【地域内外への移動】 

デジタルをはじめとする新たな技術の活用により、地域内及び地域外への移動が不自由なく 

実現し、住民の生活利便性が高まっています。 

【まちづくり拠点】 

地域公共交通と基盤整備がセットとなった取組が進んでおり、地域の移動を支える交通結節点 

としての魅力が向上しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・大規模工場 

・工業地域 

・町役場  ・支所周辺 
・病院   ・道の駅 
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「地域住居型」の目指す姿 

将来にわたって暮らし続けることができる生活環境を守るため、デジタル技術を活用した様々な 

交通サービスが効率的に提供される仕組みづくりが進んでいます。 

設
定
の
視
点 

【交通マネジメント】 

まちづくりの視点も持ちながら、地域の実態に応じて地域公共交通をデザインする人材が各地で活

躍し、新たな交通サービスに向けた先進的な取組が迅速に進んでいます。 

【需要と供給に基づくマッチング】 

デジタル技術を活用することで、抑圧されている移動も含む移動需要に基づいたマッチングが行わ

れ、住民のライフスタイルに合わせた交通再編が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「移動需要分散型」の目指す姿 

新たな交通サービスの普及と地域の実情に応じた交通再編が進み、買物や通院等の 

日常生活の移動が確保されています。 

設
定
の
視
点 

【交通と生活サービスとの連携】 

交通事業者、県民、目的地、行政等が主体的に連携し、交通と生活サービスの相乗効果が生ま

れることにより、生活交通の持続可能性が高まっています。 

【輸送資源の総動員】 

地域の輸送資源が総動員されることで、免許返納後等においても、地域住民の買い物や通院

等、日常生活に必要な移動が確保されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・低密に立地する住居 

・山、川、海 
・集落 
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４ 現状と課題 

(1) 現状について 

ア 社会構造の変化 

○ 20年前に比べ、通勤・通学の主要な利用者層である生産年齢人口が減少していま

す。今後は総人口が減少する中、後期高齢者人口は増加し、広島県の人口は構造的

に変化します。 

○ 広島市周辺、東広島市、福山市など一部を除き、県内ほとんどの地域で人口は減

少しています。特に中山間地域では 50％以上減少するところもあり、地域公共交通

利用者の減少に直結しています。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

○ 高齢者世帯は単独世帯のみが今後も増加傾向です。特に、後期高齢者の単独世帯

が大幅に増加することで、ますます移動が困難となる可能性があります。 

○ アフターコロナにおいては、「新しい生活様式」や移動手段の多様化等により、コ

ロナ前の水準まで利用者が回復しない恐れがあります。 

 

 

 

 

 

  

今後20年間での人口減少率（2040年/2020年比）

0％以下

0％～10％

10％～30％

30％～50％

50％以上

【凡例】

着色無しは居住者0人または秘匿

出典：2020年は国勢調査。2040年は国土数値情報
背景図：国土数値情報（標高・傾斜度5次メッシュデータ）

新しい生活様式の定着

出典：中国運輸局作成資料
（中国５県の交通事業者の概況）
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イ 移動困難者の増加 

○ 20年後には、県内ほとんどの地域で高齢化率が 30％を超え、中には２人に１人が

高齢者（高齢化率 50％以上）という地域も生じる見込みです。 

○ 20年後には運転免許を持たない県民の約半数が 60歳以上となり、特に 80歳以上

が大幅に増加することから、高齢者の移動がますます制約されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 生活に必要な主要施設（スーパー、病院、学校等）が市町中心部に集積している一

方で、施設の徒歩圏外にも多くの子供や高齢者が生活しています。 

 

 

 

 

  

出典：警察庁「運転免許統計 補足資料２」
総務省「国勢調査」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計
※2040年の免許保有率は2020年と同じとして算出。端数処理で、合計と内訳の計とが一致しない場合がある。

運転免許を持たない人の年齢別内訳

2020年 2040年

80歳以上が
特に増加

約半数が
60歳以上

非保有者数合計 非保有者数合計合計

892千人
合計

869千人

20年後の高齢化率

出典：国土数値情報
背景図：国土数値情報（標高・傾斜度5次メッシュデータ）

30％未満

30％～40％

40％～50％

50％以上

【凡例】 高齢化率

着色無しは居住者0人または秘匿

   以下人口及び   以上人口の分 と 要施設の  度

出典：人口：令和2年国勢調査（総務省）
 設情報：各   から地域政策局調べ
背景：地理院地図

~100人

100~200人

200~300人

300~400人

400~500人

500人~

【凡例】14歳以下人口及び
65歳以上人口の総和

0~5点

5~10点

10~30点

30~50点

50~100点

100点~

【凡例】 設集積度
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ウ 苦境に立たされる交通関係者 

○ 交通事業者は、これまでも人口減少等の影響により輸送需要が縮小してきました

が、新型コロナの影響により、ここ数年特に厳しい経営状況が続いています。 

○ 他業界にも増して、交通事業者の人材不足は深刻化している上、運転士の高齢化

も進んでおり、弾力的な運用が困難となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 面積が比較的広く、人口規模が小さい中山間地域において、住民１人あたり行政

コストが増大化しており、市町の財政を圧迫しています。 

 

  

0.2%

0.7%

1.4%

2.4%

3.9%

7.5%

10.8%

11.9%

10.9%

10.8%

14.8%

12.0%

7.4%

5.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

広島県内の大型二種免許保有者数（2022年）

（年齢 層 の構成 ）

出典：警察庁「運転免許統計」

計17,358人

5,000円未満

5,000円～10,000円

10,000円～20,000円

20,000円以上

【凡例】

出典：広島県地域政策局調べ ※行政目的バス（スクールバス，福祉輸送）も含む。料金助成を除く。

公共交通運行のための人口１人あたりの市町負担金額（2021年度）

広島市

廿日市市

大竹市

江田島市

呉市
大 上島町

安芸太田町

北広島町 安芸高田市

三次市

庄原市

神石高原町

福山市

 道市
三原市

竹原市

世羅町

熊野町

府中市

海田町

坂町

府中町

東広島市
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エ 地域公共交通が置かれている環境の変化 

○ パリ協定をはじめとする地球温暖化対策が世界的に重要性を増す中、本県でも環

境に配慮した行動変容が見られるなど、地域公共交通に対する利用者の環境意識も

高まっています。 

○ 頻発する大規模災害や新興感染症の発生などの危機事案に対し、県民の移動を確

保していくためには、地域公共交通の柔軟かつ機動的な対応がこれまで以上に求め

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国（国土交通省）においても、地域交通を持続可能な形で再構築していくため、有

識者を中心とする検討会を立ち上げるなど、活発な議論を行っています。 

○ 令和５年 10月には、改正地域交通法が施行されるとともに、地域交通の再構築に

向けた枠組みが創設・拡充されました。 
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(2) 県内交通の課題 

課題①：社会構造の変化による移動需要の減少 

○ 過去・現在・未来にわたって、年齢階層別人口が構造的に変化しています。今後は生

産年齢人口が減少し後期高齢者人口が増加するなど、通勤・通学の主要な利用者層が減

少します。 

○ 県内ほとんどの地域で人口が減少しています。特に中山間地域では 50％以上減少す

る地域もあるなど、公共交通利用者の減少に直結します。 

○ 高齢者世帯は単独世帯のみが今後も増加傾向です。特に、後期高齢者の単独世帯が大

幅に増加することで、ますます移動が困難になります。 

○ アフターコロナにおける「新しい生活様式」や移動手段の多様化等により、移動需要

はコロナ前まで回復しない恐れがあります。 

課題②：顕在的・潜在的な移動困難者の増加 

○ 20 年後には、県内ほとんどの地域で高齢化率が 30％を超え、中には２人に１人が高

齢者（高齢化率 50％以上）という地域も生じる見込みです。 

○ 20 年後には運転免許をもたない県民の半数が 60 歳以上となり、特に 80 歳以上の非

保有者が大幅に増加することから、高齢者の移動がますます制約されます。 

○ 日常生活を送る上で必要不可欠な買い物や病院、学校等への主要施設へのアクセスが

制限され、移動をあきらめる・抑制されるといった潜在的な移動困難者が増える可能性

があります。 

課題③：交通サービスの持続可能性の低下 

○ 交通事業者の経営状況はますます悪化します。収益の悪化によるサービス水準の低下、

利用者離れなど負のスパイラルに歯止めがかからない状況です。 

○ 他業界にも増して、交通事業者の人材不足は深刻化している上、運転士の高齢化も進

んでおり、弾力的な運用が困難となっています。 

○ 面積が比較的広く、人口規模が小さい中山間地域において、住民１人あたり行政コス

トが増大化しており、市町財政を圧迫しています。 

課題④：地域公共交通の位置づけの見直し 

○ パリ協定をはじめとする地球温暖化対策が世界的に重要性を増す中、本県でも環境に

配慮した行動変容が見られるなど、地域公共交通に対する県民の環境意識も高まる中、

人口減少や過疎化などに対応した輸送効率の向上が求められます。 

○ 頻発する大規模災害や新興感染症の発生などの危機事案に対し、県民の移動を確保し

ていくためには、地域公共交通の柔軟かつ機動的な対応がこれまで以上に求められます。 

○ 国の各検討会においても、今後の地域公共交通の在り方についての議論が行われてお

り、まちづくりと一体となった移動ニーズの掘り起こしなど、官民の垣根を超えた地域

共創型の交通が提示されています。  
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(3) 地域類型別の課題 

  課題：都市拠点型、都市住居型 

○ 人口減少や都市のスポンジ化が進む中、都市の魅力を向上させるためには、主要駅

や主要港といった交通結節点をはじめとする拠点の強化を図るなど、まちづくりと交

通施策の連携強化が一層重要です。 

○ 複数のバス会社で高収益路線を奪いあうなど、都市の一部で路線が過剰となってい

るため、事業者共同での取組による効率化など、ネットワーク全体で最適化を進めて

いく必要があります。 

○ 生活交通の一部を担っている高速バス路線について、他の交通モード（一般路線バ

ス、旅客船、鉄道等）に比べ、コロナ後の利用者が戻っていません。 

 

課題：生産拠点型 

○ 世界的に重要性を増す地球温暖化対策の流れに乗り遅れないよう、県内企業におい

ても脱炭素化への取組を加速させていく必要があります。 

○ 平成 30年７月豪雨から５年が経過した現在、アフターコロナ等の状況変化も踏まえ

ながら、災害時の連絡体制を再構築する必要があります。 

○ 公共交通の利便性やアクセス性が充分でないため、通勤手段は自家用車に偏りがち

です。 

 

課題：地域拠点型 

○ 生活関連施設が公共交通でアクセスしにくいなど、車中心のまちづくりになってい

るエリアもあり、主要駅、主要港などの交通結節点の存在感が薄れています。 

○ 県や市町において交通とまちづくりの担当部署が（部局を跨いで）異なるところも

あるなど、地域公共交通計画と都市マスタープランに基づく施策のすり合わせが十分

できていないところもあります。 

○ 公共交通の利用者が減少している中、自家用車から公共交通への転換を進めていく

必要がありますが、普段公共交通を利用しない人への働きかけが進んでいません。 
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課題：地域住居型 

○ 利用者数の減少に伴って、車両の大きさが実態に見合っていないコミュニティバス

も増えてきていますが、ダウンサイジング化に伴う車両費の負担がネックとなり、運

行形態の見直しが進んでいません。 

○ 航路の赤字が増加していることや、今後の行政負担の増加に向けた抜本的な対策を

行う際のベースとなる、将来的な利用状況や外部環境等の実態把握が進んでいません。 

○ 交通事業者が運行管理の対応に時間と労力を要しており、デジタル技術による業務

効率化が必要となっています。 

○ 定時・定路線型の公共交通が運行していたエリアにおいても、利用者の減少により、

これまでどおりの移動手段が確保できなくなる可能性があります。 

 

課題：移動需要分散型 

○ 既存の公共交通（バス、タクシー）でカバーできないエリアが多いため、住民がド

ライバーを担うなど、地域の輸送資源を総動員していく必要があります。 

○ 市町の交通課題が複雑化しており、課題整理に時間がかかっている現状があります。

交通分野へのリソースも限られるため、市町の地域公共交通計画を基に、課題やその

解決手法等を実証していく必要があります。 

○ 各地域で交通に対する需要がどのくらいあって、それに対するコストがどのくらい

かかり、それを誰がどう負担していくのかという、採算性等も考慮した持続可能な公

共交通の確立に向けたモデルづくりが必要です。 
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５ 将来の不確実性への対応 

「VUCA※3」と言われる、先行きが不透明で、将来の予測が困難な時代においては、過去推

移・現状分析を踏まえたフォアキャストでのアプローチに加え、将来、起こりうる不確実

な未来を見据えたバックキャストでのアプローチも重要です。 

そこで、様々な文献等をスキャニングする手法を用いて、将来動向を予想しながら、課

題解決の視点を検討しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 外部環境要因 

スキャニングで様々なキーワードを抽出した結果、主な外部環境要因は次のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この外部環境要因を分類し、移動に影響すると考えられる要因を抜き出すと、 

① 確実性が高い（又はすでに起こっている）もの 

② 価値観や生活様式の変化 

③ 新技術の進展・普及 

に大別されます。 

※3：Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）の頭文字 

  

No. カテゴリー 外部環境要因

22

技術

自動運転の普及

23 鉄道の省人化

24 物流の効率化

25 そらとぶクルマの普及

26 AI技術の進歩

27 x-R技術の普及

28 電子決済の普及

29 ITインフラの整備

30 メタバースの普及

31 遠隔操作ロボットの普及

32 MaaSの普及

33 パーソナルモビリティの普及

34 コネクテッドカーの普及

35

経済

DXの急激な進展

36 航空需要の増大

37 グリーン産業の発展

38 地方への外資系企業の誘致

39 日本経済成長の停滞

No. カテゴリー 外部環境要因

１

社会

労働力の不足

２ 高齢化

３ 世帯の変化

４ 人口減少

５ 移民の増加傾向

６ 一極集中

７ 少子化

８ ダイバーシティの進展

９ バリアフリー化

10 過疎化

11

価値観
・

ライフスタイル

デジタルとの親和性

12 リモート社会

13 AIによるモニタリング

14 居住地の多様化

15 シェアリングエコノミー

16 副業の一般化

17 コト消費への移行

18 心の豊かさ重視

19

医療・福祉

新型感染症の発生

20 健康寿命の延伸

21 医療ニーズの増加

No カテゴリー 外部環境要因

40
観光

広域交通の進化

41 観光業の復活

42

環境

エコカーの普及

43 原子力発電の利用

44 水素発電の実現

45 石油需要の低下

46 再生可能エネルギーの供給量増加

47 低環境負荷な航空機・船舶の普及

48 気候変動のリスク増大

49

災害

災害予測技術の進歩

50 豪雨災害の激甚化・頻発化

51 南海トラフ地震の発生

52

政治

循環型経済への移行

53 防災・減災に向けた取組の推進

54 i-construction

55 カーボンニュートラルの推進

56 コンパクト＋ネットワークの推進

新技術の進展・普及

価値観や生活様式の変化

確実性が高いもの
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(2) 価値観や生活様式の変化 

環境問題を含む SDGs への意識の高まりや、所有よりも利用を重視したサービスの拡が

りなど、県民の価値観は多様化しているとともに、テレワーク・eコマースなどが浸透す

る一方、自家用車を持たないライフスタイルなど、生活様式も複雑化している未来が予

想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 新技術の進展・普及 

新技術を活用した自動運転や MaaS等、新たな交通サービスの導入が進み、地域公共交

通の効率性の向上に向けた取組が県内各地で進んでいる一方で、新技術の普及に伴う大

規模設備投資等、交通事業者の疲弊を招く可能性もあります。技術だけが進展し、それ

を使いこなす利用者がついていけなくなる可能性も予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 課題解決の視点 

こうした未来も予測しながら、現状・未来それぞれの分析を基に今後の本県の地域公

共交通における施策の方向性を検討しました。 
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第２章 施策 
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１ 基本方針と施策の方向性 

(1) 施策の基本的な考え方 

「県民の暮らしと、地域・経済の共創を支え、ひろしまの価値を高める社会基盤として

の地域公共交通の実現」という目指す姿の実現に向けては、各地域が最適なネットワーク

で結ばれ、ひいては県全体が最適なネットワークで結ばれるよう、データに基づいた移動

実態を踏まえ、市町や交通事業者等と一体となって県民の皆様の豊かな暮らしに必要な移

動を守っていく必要があります。 

また、従来の発想や手法にとらわれることなく、まちづくりや観光といった様々な視点

を持って、関係者と連携しながら、新たな価値を創造していくこともこれまで以上に求め

られます。 

このため、次の基本的な考え方に基づき、施策を展開します。 

 

【県の役割】 

県は、市町をまたぐ広域ネットワークの確保・維持に向けて主体的な役割を果たし（基本方

針１）、新たな交通サービスの導入・普及と地域の実情に応じた交通再編が進むよう、交通人

材の育成・強化、持続性を高める設備投資、交通データ基盤の整備といった取組を推進し
（基本方針３）、交通 GX や災害対応については、その仕組みや体制を整え（基本方針４）、関係者がそ

れぞれの役割を果たすために必要なマネジメントを行います。 

また、各地域における公共交通を将来にわたって持続可能なものとするため、地域類型

別に目指す姿と課題、対応する施策のメニューを提示し、それを基に市町や交通事業者と

議論を行いながら協調して取り組むとともに、地域ごとに最適化された交通ネットワーク

の構築に向け、必要な支援を行います。 

こうした施策の展開に当たっては、新たに様々な交通データを取得・分析するための調

査事業を行うとともに、その結果等を踏まえた既存制度の見直しや、新たな交通サービス

に向けた実証事業などを、PDCA サイクルを回しながらアジャイルに実施することにより、

中長期的な地域公共交通の持続可能性を高めます。 

 

【関係者に求めるもの】 

市町は、市町内を運行する各交通ネットワークや交通拠点等について、交通事業者等と

その活性化・確保・維持に取り組むとともに、新たな交通サービスの導入についても積極

的に取り組みます（基本方針２）。 

取組に当たっては、住民や交通事業者と一体となって、県の交通データ基盤等も活用し

ながら、地域類型に応じた移動需要を継続的に満たす上での便数や車両規模などのマッチ

ングや必要となる経費などの様々な課題について、まちづくり計画等との整合や、将来的

な財政負担も考慮しながら検証を行い、最適な交通ネットワークを整理します。また、そ

の実現に向けて、県の施策等の活用も含め解決策の検討を行い、各地域公共交通計画に反

映させることで、地域の生活交通の持続可能性を高めます。 

交通事業者は、自らが担う地域公共交通の確保・維持に取り組むとともに、サービス水

準の向上に向け、人材育成、持続性を高める設備投資、交通データの活用に取り組みます。  

なお、データ活用に際し、利用・運行状況に関する各種データの提供・共有を県にも積

極的に行い、県全体での PDCAの改善に協力します（基本方針３、４）。 

県民の皆様には、地域公共交通を自らの現在の生活のためだけでなく、現在地域公共交

通に乗らない方も含め、将来的な自らの移動手段や自分の子孫の世代の移動手段としての

意識をもって利用して頂きたいと考えています。地域公共交通に関わる関係者はそのため

に利便性を高め、より利用しやすい環境を整備します。 
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(2) 施策を貫く視点 

全ての施策を貫く視点として以下の３つを掲げて施策を検討するとともに、様々な施

策を相互に連関させ相乗効果を創出します。 

 

① 多様な関係者による共創  

② 移動特性に合わせた地域の類型化  

③ 交通 DXの推進 

 

① 多様な関係者による共創 

地域公共交通の持続可能性を高めていくためには、交通事業者、県民、行政といった

多様な関係者がそれぞれの役割を意識しながらも、相互に能動的でイノベーティブに連

携（＝共創）し、地域公共交通を再構築していくことが重要です。このため、多様な関係

者による共創を促す施策を検討します。 

 

② 移動特性に合わせた地域の類型化 

今回のビジョンでは、地域の実情に応じた検討を進めるため、県内地域を移動特性に

合わせ、６つのパターンに類型化します。この地域類型を踏まえ、類型間の移動、類型

内の移動それぞれについて、行政区域にとらわれることなく、地域の移動特性に応じた

施策を検討します。 

 

③ 交通 DXの推進 

地域公共交通の利便性や快適性を高めるとともに、交通事業者の業務の効率化や生産

性の向上にもつなげていくためには、交通のデジタル化＝交通 DXの視点は欠かせないも

のとなっています。交通・人流データ活用をはじめ、自動運転や MaaS等、新たな交通サ

ービス等を活用した施策を検討します。 

 

  



33 

 

(3) 基本方針 

これまでの現状や課題、将来の不確実性の対応を踏まえ、ワーキンググループの議論

で導き出された課題解決の視点から、ビジョンにおける基本方針を次のとおり定めます。 

 

基本方針①：拠点間を結ぶ交通ネットワークの充実 

減少する移動需要を束ねるとともに、県内外の交流を生み出す仕組みづくり 

 

人口減少や世帯構成の変化、アフターコロナにおける新しい生活様式の定着といった

社会構造の変化により移動需要が減少しています。 

こうした移動需要の減少に対応するため、広域ネットワークとしての幹線交通の強化

や公共交通の利用促進など、減少する移動需要を束ねるとともに、県内外の交流を生み

出す仕組みづくりを行います。 

 

基本方針②：暮らしを支える生活交通の確保 

地域で支え合い、誰もが移動をあきらめることのない地域づくり 

 

高齢化の進展や免許返納に伴う移動の制限に加え、高齢者の単独世帯の増加、市町中

心部への生活関連施設の集約化による交通アクセスの格差の拡大等により、顕在的・潜

在的な移動困難者が増加しています。 

こうした移動困難者を解消するため、地域コミュニティ内での日常生活に必要な移動

の確保や、多様性に配慮した交通施設の整備など、地域で支え合い、誰もが移動をあき

らめることのない地域づくりに向けた取組を推進します。 

 

基本方針③：交通事業者等の経営力強化 

リソース（ヒト・モノ・データ）の有効活用による、交通サービスの供給面強化 

 

交通事業者の経営状況の悪化や担い手不足に加え、市町の交通人材不足や行政コスト

の増大により、地域公共交通の持続可能性が低下しています。 

こうした課題に対応するため、交通データの利活用や、交通をマネジメントできる専

門人材の育成・強化など、ヒト・モノ・データといったリソースを有効活用することで、

交通サービスの供給面を強化します。 
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基本方針④：地域公共交通を通じた社会課題の解決 

交通 GX(グリ-ントランスフォ-メ-ション)をはじめ、地球にも人にも優しい取組の推進 

 

脱炭素化へ向けた動きが世界的に重要性を増し、県民の環境意識も高まる中、公共交

通に関しても輸送効率の向上が求められています。また、近年頻発する大規模災害や新

興感染症の発生などの危機事案に対し、県民の移動を確保していくためには地域公共交

通の柔軟かつ機動的な対応がこれまで以上に求められます。 

こうした課題に対応するため、事業者が行う交通 GXをはじめとした、環境に優しい設

備投資への支援や災害時における連携体制の構築などといった地球にも人にも優しい取

組を推進します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 現状～課題～基本方針  

社会構造の変化に
よる移動需要の減少

交通サービスの
持続可能性の低下

地域公共交通の
位置づけの見直し

顕在的・潜在的な
移動困難者の増加

課題現状 基本方針

拠点間を結ぶ
交通ネットワークの充実

交通事業者等の
経営力強化

地域公共交通を通じた
社会課題の解決

暮らしを支える
生活交通の確保

減少する移動需要を束ねると
ともに、県内外の交流を生み
出す仕組みづくり

地域が支え合い、
誰もが移動を諦めることの
ない地域づくり

リソース（ヒト・モノ・データ）
の有効活用による、
交通サービスの供給面強化

交通GX(グリ-ントランスフォ-
メ-ション)をはじめ、地球にも
人にも優しい取組の推進

通勤・通学の主要な利用者
である生産年齢人口が減少

高齢者世帯は単独世帯のみ
が今後も増加傾向

一部の中山間地域では
20年後に人口が50%減少

国による「官民の垣根をこえた
地域共創型交通」の提示

災害等の危機事案に対し
移動を確保する必要性

県民の環境意識が高まり
輸送効率の向上が急務

生活に必要な主要 設が
市町中心部に集約化

20年後には２人に１人が
高齢者という地域も生じる

「新しい生活様式」等により、
コロナ前まで回復しない恐れ

20年後は運転免許を持たな
い県民の半数が60歳以上

交通事業者の収益悪化→
サービス低下→負のスパイラル

交通事業者の人材不足
・運転士の高齢化

中山間の市町における住民
一人当たりの行政コスト増大

人口減少や世帯構成の変
化、アフターコロナにおける
「新しい生活様式」の浸透

高齢化とそれに伴う免許返
納増加、生活関連 設の
集約によるアクセス性の格差

交通サービスを担う交通事
業者やそれを支える市町の
収益性の低下・人材不足

予測不能な外部要因も含
め、地域公共交通の弾力
的な運用が求められる時代

人口
減少

新型
コロナ

高齢化

過疎化

人手
不足

脱炭素

大規模
災害

課題解決の視点

交通結節点の拠点性を高め、
多方面への移動を促進する

観光客・ビジネス客など
県内外からの交流人口を取り込む

コミュニティ内の近距離・小規模
移動を支える

交通と生活サービス（買物・
通院等）を一体的に支援する

潜在需要を見える化し、
それぞれに応じた移動を提供する

デジタル化や電動化など
交通事業の持続性を高める

データを活用し、効率的な運行管
理や、戦略的な経営を行う

アフターコロナにおける
地域公共交通の利用を促進する

広域ネットワークとしての幹線交通
を強化し、移動需要を束ねる

交通をマネジメントできる
専門人材を育成・強化する

災害時においても迅速・確実な
事業者間の連携体制を構築する

多様性に配慮した交通 設の
バリアフリー化を進める

地域公共交通の脱炭素化を
促進する

非常用としての
地域公共交通車両への投資

広域ネットワーク、拠点性、観光

デジタル、データ、マネジメント

脱炭素、災害リスクへの対応

コミュニティ・生活の維持
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図 基本方針のイメージ  
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(4) 施策の方向性 

基本方針に対応した施策の方向性と、関連性が強い地域類型を次のとおり設定し、目

指す姿の実現に向けて、県が主体となって産官学の連携をマネジメントしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 施策の方向性と地域類型の対応 

 

  

都
拠
都
住
生
産
地
拠
地
住
分
散

● ● ● ●

● ○ ● ○

○ ○ ● ● ○ ●

○ ○ ● ● ○ ●

○ ● ● ●

● ○ ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●1

施策の方向性基本方針

拠点間を結ぶ
交通ネットワークの充実

交通事業者等の
経営力強化

地域公共交通を通じた
社会課題の解決

暮らしを支える
生活交通の確保

減少する移動需要を束ねると
ともに、県内外の交流を生み出
す仕組みづくり

地域で支え合い、
誰もが移動を諦めることのない
地域づくり

リソース（ヒト・モノ・データ）の
有効活用による、
交通サービスの供給面強化

交通GX(グリーントランスフォー
メーション)をはじめ、地球にも
人にも優しい取組の推進

新たな需要の獲得

広域ネットワークの強化

コミュニティ内の移動の確保

交通と生活サービスの一体化

潜在需要の掘り起こし

バリアフリー対策

交通人材の育成・強化

交通レジリエンスの向上

生活様式に応じた利用促進

将来を見据えた設備投資

交通GXの推進

交通データの利活用

広域ネットワークとしての幹線交通を強化します

地域コミュニティ内の近距離・小規模移動を確保します

交通と生活サービスが一体となった取組を推進します

潜在需要を満たす新たな交通サービスを確保します

交通データを一元管理し、関係者の活用を促進します

地域交通を支える専門人材を育成・強化します

脱炭素をはじめとした交通に係るGXを推進します

非常時に活用できる地域公共交通への投資を促進しま
す

全ての人が移動しやすいバリアフリーを整備します

アフターコロナにおけるモビリティ・マネジメントを促進します

集約型拠点形成によるまちづくり 結節点の拠点性を高め、多方面への移動を促進します

観光・ビジネスなど県内外からの交流人口を取り込みます

交通事業者の持続性を高める取組を促進します

災害に強い連携体制 災害時においても迅速・確実な連携体制を構築します

関連性高い：● 関連性あり：○
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２ 施策展開 

(1) 基本方針に基づく施策 

ア 基本方針１：拠点間を結ぶ交通ネットワークの充実 
 

基本方針１：拠点間を結ぶ交通ネットワークの充実 

 

人口減少や世帯構成の変化、アフターコロナにおける新しい生活様式の定着といっ

た社会構造の変化により移動需要が減少しています。 

こうした移動需要の減少に対応するため、広域ネットワークとしての幹線交通の強

化や公共交通の利用促進など、様々な交通データを活用しながら、減少する移動需要

を束ねるとともに、県内外の交流を生み出す仕組みづくりを行います。 

課題 

○ 拠点間を結ぶ各交通ネットワークについて、経済情勢の変化やアフターコロナの

状況等も踏まえた制度の見直しが必要です。 

○ 都市のスポンジ化が進む中で、持続可能なまちづくりに向けて、国では交通とま

ちづくりが融合した政策が進んでいますが、県や市町では、まだ十分に活用できて

いません。 

○ 減少する移動需要に対して、観光需要や自家用車からの公共交通転換など、新た

な需要を取り込んでいく必要があります。 

施策の方向性 

 

広域ネットワークの強化 

拠点間が最適な広域ネットワークで結ばれるために必要不可欠な幹線交通の維

持・確保やサービス向上に対する支援を行うとともに、中長期的な移動手段を確保

していくための取組を推進します。 

集約型拠点形成によるまちづくり 

減少する移動需要を束ねるために、交通結節点の整備による乗り換え等の利便

性や待合環境を向上させ多方面の移動を促進するとともに、交通拠点に生活施設

を集約するなど、市町が行うまちづくりと一体となった取組を推進します。 

新たな需要の獲得 

減少する移動需要への対策として、通勤・通学・通院などの日常的な移動需要だ

けではなく、観光・ビジネスといった広域的な利用促進など、新たな移動需要を獲

得するための取組を推進します。 

生活様式に応じた利用促進 

アフターコロナにおいて新たな生活様式の定着や、価値観等の多様化といった

公共交通を取り巻く環境の変化に対応できるよう、多様な関係者と連携しながら、

モビリティマネジメント※４を促進します。 

※４：「過度に自動車に頼る状態」から、「地域公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に利用する状態」への自発的

な行動の転換を促していくこと。 
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施策の方向性：広域ネットワークの強化 

 拠点間が最適な広域ネットワークで結ばれるために必要不可欠な幹線交通の維持・確保や

サービス向上に対する支援を行うとともに、中長期的な移動手段を確保していくための取組

を推進します。 

 

バス 

施策 

○ 地域間幹線系統のバス（高速バス含む）の運行に対し、国と協調した支援を行い、複

数の市町を結ぶ広域ネットワークを維持・確保するとともに、運行に使用するバス車両

の更新等についての支援を行い、乗合バス事業者の負担軽減や、運行上の安全を確保し

ます。 

○ 市町が必要と認める経路を運行するバス路線に対して、市町と協調して支援を行い、

地域住民にとって必要不可欠な広域ネットワークを維持・確保します。 

 

旅客船 

施策 

○ 本土への唯一航路の運航に対し、国と協調して支援を行い、離島住民の暮らしに必要

不可欠な航路を維持・確保します。 

○ 上記航路以外について、島民の暮らしに不可欠かつ、車両等で移動するよりも時間短

縮効果に優れた航路の運航については市町と協調して支援を行います。 

○ 市町や航路事業者等が実施する実態調査及び実証実験について支援を行い、生活航路

の持続可能性や地域全体の移動のあり方を検討します。 

○ 持続可能性の検証を行った航路について、運航コストの低減を図るための取組を検討

します。 

 

鉄道 

施策 

○ 鉄道網を地域資源として活用した利用促進策や実態調査及び実証実験等の取組につい

て支援等を行い、沿線地域の魅力を向上させます。 

○ 低床式路面電車導入の支援を検討し、複数の市町を結ぶ広域ネットワークを維持・確

保します。 
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施策の方向性：集約型拠点形成によるまちづくり 

 減少する移動需要を束ねるために、交通結節点の整備による乗り換え等の利便性や待合環

境を向上させ多方面の移動を促進するとともに、交通拠点に生活施設を集約するなど、市町

が行うまちづくりと一体となった取組を推進します。 

 

交通とまちづくり 

施策 

〇 交通とまちづくりが融合した政策が各地域で進むよう、それぞれの計画（地域公共交

通計画、都市マスタープラン等）に関係者が一体的に取り組むための働きかけを進めま

す。 

○ 市町がまちづくりの視点から実施する地域公共交通ネットワークの形成に必要な施設

整備を国と一体となって促進し、集約型拠点形成によるまちづくりを推進します。 

 

 

施策の方向性：新たな需要の獲得 

 減少する移動需要への対策として、通勤・通学・通院などの日常的な移動需要だけではな

く、観光・ビジネスといった広域的な利用促進など、新たな移動需要を獲得するための取組

を推進します。 

 

観光・利用促進 

施策 

○ 観光・ビジネスなど県内外からの交流人口を取り込んだ利用促進策等について、様々

な交通データを活用しながら、市町、事業者、学識者等の多様な関係者とともに検討・

実施を行い、新たな需要を獲得します。 

○ 鉄道網を地域資源として活用した利用促進策や実態調査及び実証実験等の取組につい

て支援等を行い、沿線地域の魅力を向上させます。【再掲】 

〇 交通と観光が融合した政策が進むよう、それぞれの計画（地域公共交通計画、観光計

画等）に関係者が一体的に取り組むための働きかけを進めます。 

○ 集約型拠点形成によるまちづくりを推進する施設整備を国と一体となって促進するこ

とで、県内外の観光・ビジネス客の周遊を促進します。 
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施策の方向性：生活様式に応じた利用促進 

 アフターコロナにおける新たな生活様式の定着や、価値観等の多様化といった公共交通を

取り巻く環境の変化に対応できるよう、多様な関係者と連携しながら、モビリティマネジメ

ントを促進します。 

 

モビリティマネジメント 

施策 

○ 地域類型別のモビリティマネジメントについて、市町、事業者、学識者等の多様な関

係者とともに検討・実施を行い、地域の移動の実態に応じ、車利用から公共交通利用へ

の転換を促します。 
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  関係者間の調整、機運醸成

具体的な取組（調査、実証、支援）

地域間幹線系統のバス（高速バス含む）の運行に対し、国

と協調した支援を行い、複数の市町を結ぶ広域ネットワー

クを維持・確保するとともに、運行に使用するバス車両の

更新等についての支援を行い、乗合バス事業者の負担軽減

や、運行上の安全を確保します。

○事業継続 ○事業改正

市町が必要と認める経路を運行するバス路線に対して、市

町と協調して支援を行い、地域住民にとって必要不可欠な

広域ネットワークを維持・確保します。

○事業継続

本土への唯一航路の運航に対し、国と協調して支援を行

い、離島住民の暮らしに必要不可欠な航路を維持・確保し

ます。

○事業継続

上記航路以外について、島民の暮らしに不可欠且つ、車両

等で移動するよりも時間短縮効果に優れた航路の運航につ

いては市町と協調して支援を行います。

○事業継続 ○事業改正

市町や航路事業者等が実施する実態調査及び実証実験につ

いて支援を行い、生活航路の持続可能性や地域全体の移動

のあり方を検討します。

○事業開始

持続可能性の検証を行った航路について、運航コストの低

減を図るための取組を検討します。
○事業開始

鉄道網を地域資源として活用した利用促進策や実態調査及

び実証実験等の取組について支援等を行い、沿線地域の魅

力を向上させます。

○事業継続

低床式路面電車導入の支援を検討し、複数の市町を結ぶ広

域ネットワークを維持・確保します。
○事業継続

市町がまちづくりの視点から実施する地域公共交通ネット

ワークの形成に必要な施設整備を国と一体となって促進

し、集約型拠点形成によるまちづくりを推進します。

○事業開始

交通とまちづくりが融合した政策が各地域で進むよう、そ

れぞれの計画（地域公共交通計画、都市マスタープラン

等）に関係者が一体的に取り組むための働きかけを進めま

す。

○事業開始

観光・ビジネスなど県内外からの交流人口を取り込んだ利

用促進策等について、様々なデータを活用しながら、市

町、事業者、学識者等の多様な関係者とともに検討・実施

を行い、新たな需要を獲得します。

○事業継続 ○事業改正

鉄道網を地域資源として活用した利用促進策や実態調査及

び実証実験等の取組について支援等を行い、沿線地域の魅

力を向上させます。【再掲】

○事業継続

交通と観光が融合した政策が進むよう、それぞれの計画

（地域公共交通計画、観光計画等）に関係者が一体的に取

り組むための働きかけを進めます。

○事業開始

集約型拠点形成によるまちづくりを推進する施設整備を国

と一体となって促進することで、県内外の観光・ビジネス

客の周遊を促進します。

○事業開始

生活様式に応

じた利用促進

アフターコロ

ナにおけるモ

ビリティ・マ

ネジメントを

促進します

モビリティ

マネジメン

ト

地域類型別のモビリティマネジメントについて、市町、事

業者、学識者等の多様な関係者とともに検討・実施を行

い、地域の移動の実態に応じ、車利用から公共交通利用へ

の転換を促します。

○事業継続 ○事業改正

バス

旅客船

鉄道

新たな需要の

獲得

観光・ビジネ

スなど県内外

からの交流人

口を取り込み

ます

観光

利用促進

集約型拠点形

成によるまち

づくり

結節点の拠点

性を高め、多

方面への移動

を促進します

交通と

まちづくり

開始時期

施策
R６以降R５

広域ネット

ワークの強化

広域ネット

ワークとして

の幹線交通を

強化します

施策の方向性
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イ 基本方針２：暮らしを支える生活交通の確保 

 

基本方針２：暮らしを支える生活交通の確保 

 

高齢化の進展や免許返納に伴う移動の制限に加え、高齢者の単独世帯の増加、市町

中心部への生活関連施設の集約化による交通アクセスの格差の拡大等により、顕在的・

潜在的な移動困難者が増加しています。 

こうした移動困難者を解消するため、様々な交通データや地域の実情を踏まえ、移

動の需要と供給の最適化を図った上で、地域コミュニティ内での日常生活に必要な移

動手段の確保や、多様性に配慮した交通施設の整備など、地域で支え合い、誰もが移動

をあきらめることのない地域づくりに向けた取組を推進します。 

課題 

○ コミュニティ内の移動については、その利用や必要となる経費の実態に応じて、

大型車両から小型車両へのダウンサイジング化等、運行形態の転換を進めていく必

要があります。 

○ 生活関連施設が公共交通でアクセスしにくいなど、車中心のまちづくりになって

いるエリアもあり、主要駅、主要港などの交通結節点の存在感が薄れています。 

○ 特に中山間地域など、既存の公共交通でカバーできないエリアについては、地域

の輸送資源を総動員した新たな移動サービスにも取り組んでいく必要があります。 

施策の方向性 

 

コミュニティ内の移動の確保 

移動困難者の解消に向けて、市町や交通事業者と協働し、地域コミュニティ内に

おける日常生活に必要な移動の需要と供給を把握するとともに、地域の実情に応

じた最適な路線の維持・改善に取り組みます。 

交通と生活サービスの一体化 

生活関連施設への公共交通のアクセス性向上に向けて、交通とまちづくりの一

体化や、交通事業者・利用者・受益者等の地域の関係者が連携し交通と生活サービ

スの相乗効果を生み出す取組を推進します。 

潜在需要の掘り起こし 

鉄道やバス、タクシー等の既存の公共交通の提供が困難な地域において、地域の

輸送資源を総動員することで、潜在需要を満たす新たな交通サービスの調査や実

証事業を行い、導入を促進します。 

バリアフリー対策 

生活に必要な移動手段の確保に向けて、高齢者や障がい者等も含め、全ての人が

円滑に移動できるよう、利便性や安全性に配慮した地域公共交通の環境整備を推

進します。 
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施策の方向性：コミュニティ内の移動の確保 

 移動困難者の解消に向けて、市町や交通事業者と協働し、地域コミュニティ内における日

常生活に必要な移動の需要と供給を把握するとともに、地域の実情に応じた最適な路線の維

持・改善に取り組みます。 

 

バス 

施策 

○ 中長期的な移動手段の維持・改善を図るため、地域の実情を把握するための路線再編

調査を支援するとともに、調査結果を基に車両のダウンサイジング化等、効率的な運行

形態の転換を行う取組への支援を検討します。 

○ 市町や NPO 法人が主体となって運行するバス路線に対して支援を行い、コミュニティ

内を移動する生活交通ネットワークを維持・確保します。 

 

共創の取組 

施策 

○ 交通事業者間や官民の連携による共同経営の取組を促進し、利用者の利便性を向上さ

せるとともに、利便性向上に伴う利用者の増加等により事業者の経営基盤の強化を図り

ます。 

 

 

施策の方向性：交通と生活サービスの一体化 

 生活関連施設への公共交通のアクセス性向上に向けて、交通とまちづくりの一体化や、交

通事業者・利用者・受益者等の地域の関係者が連携し交通と生活サービスの相乗効果を生み

出す取組を推進します。 

 

交通とまちづくり 

施策 

〇 交通とまちづくりが融合した政策が各地域で進むよう、それぞれの計画（地域公共交

通計画、都市マスタープラン等）に関係者が一体的に取り組むための働きかけを進めま

す。【再掲】 

○ 市町がまちづくりの視点から実施する地域公共交通ネットワークの形成に必要な施設

整備を国と一体となって促進し、集約型拠点形成によるまちづくりを推進します。【再掲】 
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交通と生活サービスの連携（広島型 MaaS） 

施策 

○ 交通事業者、利用者、受益者が主体的に連携し、デジタル技術を活用しながら、交通

と生活サービスの相乗効果を生み出す取組を支援し、地域公共交通の利便性と持続可能

性の向上を図ります。 

 

 

施策の方向性：潜在需要の掘り起こし 

 鉄道やバス、タクシー等の既存の公共交通の提供が困難な地域において、地域の輸送資源

を総動員することで、潜在需要を満たす新たな交通サービスの調査や実証事業を行い、導入

を促進します。 

 

新たな移動サービスの調査 

施策 

○ 鉄道やバス、タクシー等の地域公共交通サービスの提供が困難な交通空白地域におい

て、利便性と持続可能性が高い新たな移動サービスについて調査を行い、将来的な社会

実装に向けた検討を行うことで、住民の移動手段を確保します。 

 

モビリティマネジメント 

施策 

○ 地域類型別のモビリティマネジメントについて、市町、事業者、学識者等の多様な関

係者とともに検討・実施を行い、地域の移動の実態に応じ、車利用から公共交通利用へ

の転換を促します。【再掲】 

 

 

施策の方向性：バリアフリー対策 

 生活に必要な移動手段の確保に向けて、高齢者や障がい者等も含め、全ての人が円滑に移

動できるよう、利便性や安全性に配慮した地域公共交通の環境整備を推進します。 

 

バリアフリー 

施策 

○ 市町が実施する鉄道駅のバリアフリー化設備の整備や低床式路面電車導入の支援を検

討し、地域公共交通における移動の円滑化を推進します。 
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関係者間の調整、機運醸成

具体的な取組（調査、実証、支援）

市町やNPO法人が主体となって運行するバス路線に対して

支援を行い、コミュニティ内を移動する生活交通ネット

ワークを維持・確保します。

○事業継続

地域の実情を把握するための路線再編調査を支援し、中長

期的な移動手段の維持・改善を図ります。
○事業継続 ○事業改正

上記調査結果を基に車両のダウンサイジング化等、効率的

な運行形態の転換を行う取組への支援を検討します。
○事業開始

共創の取組

交通事業者間や官民の連携による共同経営の取組を促進

し、利用者の利便性を向上させるとともに、利便性向上に

伴う利用者の増加等により事業者の経営基盤の強化を図り

ます。

○事業開始

市町がまちづくりの視点から実施する地域公共交通ネット

ワークの形成に必要な施設整備を国と一体となって促進

し、集約型拠点形成によるまちづくりを推進します。【再

掲】

○事業開始

交通とまちづくりが融合した政策が各地域で進むよう、そ

れぞれの計画（地域公共交通計画、都市マスタープラン

等）に関係者が一体的に取り組むための働きかけを進めま

す。【再掲】

○事業開始

広島型MaaS

交通事業者、県民、受益者が主体的に連携し、デジタル技

術を活用しながら、交通と生活サービスの相乗効果を生み

出す取組を支援し、地域公共交通の利便性と持続可能性の

向上を図ります。

○事業継続 ○事業改正

新たな移動

サービスの

調査

鉄道やバス、タクシー等の地域公共交通サービスの提供が

困難な交通空白地域において、利便性と持続可能性が高い

新たな移動サービスについて調査を行い、将来的な社会実

装に向けた検討を行うことで、住民の移動手段を確保しま

す。

○事業開始

モビリティ

マネジメン

ト

地域類型別のモビリティマネジメントについて、市町、事

業者、学識者等の多様な関係者とともに検討・実施を行

い、地域の移動の実態に応じ、車利用から公共交通利用へ

の転換を促します。【再掲】

○事業継続 ○事業改正

バリアフリー

対策

全ての人が移

動しやすいバ

リアフリーを

整備します

バリアフ

リー

市町が実施する鉄道駅のバリアフリー化設備の整備や低床

式路面電車導入の支援を検討し、地域公共交通における移

動の円滑化を推進します。

○事業継続

施策の方向性

開始時期

施策
R６以降R５

バス

潜在需要の掘

り起こし

交通と

まちづくり

コミュニティ

内の移動の確

保

地域コミュニ

ティ内の近距

離・小規模移

動を確保しま

す

交通と生活

サービスの一

体化

交通と生活

サービスが一

体となった取

組を推進しま

す

潜在需要を満

たす新たな交

通サービスを

確保します
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ウ 基本方針３：交通事業者等の経営力強化 

 

基本方針３：交通事業者等の経営力強化 

 

交通事業者の経営状況の悪化や担い手不足に加え、市町の交通人材不足や行政コス

トの増大により、地域公共交通の持続可能性が低下しています。 

こうした課題に対応するため、交通データの利活用や、交通をマネジメントできる

専門人材の育成・強化など、ヒト・モノ・データといったリソースを有効活用すること

で、交通サービスの供給面を強化します。 

課題 

○ 交通事業者によってデジタル化の進展に差があり、県全体で見た場合、業務効率

化における改善の余地があります。 

○ 交通データをはじめとするビッグデータが各者それぞれで管理されているため、

全体最適化につながる運用につながっていません。 

○ 運転士や整備士といった、地域公共交通の現場を支える人材に加え、交通政策を

企画・立案するマネジメント人材など交通人材全体が不足しています。 

施策の方向性 

 

将来を見据えた設備投資 

将来にわたって地域公共交通を維持・確保するため、世界的に重要性を増す脱炭

素化への対応や、デジタル技術を活用した利用者サービスの向上、交通事業者の構

造的なコスト削減など、交通事業者の持続性を高める取組を促進します。 

交通データの利活用 

交通・人流・行政データ等のデータ分析に基づき、効果的な交通施策が展開され

るよう、市町や交通事業者における交通データの利活用を促進します。 

交通人材の育成・強化 

市町や交通事業者の課題となっている交通人材不足の解消に向けて、各地域の

実情に応じた効果的な交通施策が促進されるよう、交通をマネジメントできる人

材など、地域公共交通を支える専門人材を育成・強化します。 

 

  



47 

 

施策の方向性：将来を見据えた設備投資 

 将来にわたって地域公共交通を維持・確保するため、世界的に重要性を増す脱炭素化への

対応や、デジタル技術を活用した利用者サービスの向上、交通事業者の構造的なコスト削減

など、交通事業者の持続性を高める取組を促進します。 

 

交通 DX・GX 

施策 

○ バス、旅客船、タクシーなどの各業界における設備投資を支援し、事業者のデジタル

化をさらに促進します。 

○ 県内全域の交通・人流・行政データを一括して収集・分析するモビリティデータ連携

基盤を運用し、市町や事業者におけるデータの利活用を促進します。 

○ EVバスや省エネ船舶など、環境にやさしい次世代モビリティの導入への支援策の検

討を行い、世界的に重要性を増す脱炭素化に対応します。 

 

 

施策の方向性：交通データの利活用 

 交通・人流・行政データ等のデータ分析に基づき、効果的な交通施策が展開されるよう、

市町や交通事業者における交通データの利活用を促進します。 

 

モビリティデータ 

施策 

○ 県内全域の交通・人流・行政データを一括して収集・分析するモビリティデータ連携

基盤を運用し、市町や事業者におけるデータの利活用を促進します。【再掲】 

○ 時刻表や地理的情報に関するデータのオープン化を促進し、誰もが公共交通を利用し

やすい環境整備を推進します。 
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施策の方向性：交通人材の育成・強化 

 市町や交通事業者の課題となっている交通人材不足の解消に向けて、各地域の実情に応じ

た効果的な交通施策が促進されるよう、交通をマネジメントできる人材など、地域公共交通

を支える専門人材を育成・強化します。 

 

交通人材 

施策 

○ 事業者における労働環境面の整備を支援することで、運転士や整備士といった、地域

公共交通の現場を支える人材不足の解消を図ります。 

○ 仮説検証型の交通マネジメント研修を行い、地域公共交通を支えるマネジメント人材

を育成・強化します。 

 

共創の取組 

施策 

○ 交通事業者間や官民の連携による共同経営の取組を促進し、利用者の利便性を向上さ

せるとともに、利便性向上に伴う利用者の増加等により事業者の経営基盤の強化を図り

ます。【再掲】 
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関係者間の調整、機運醸成

具体的な取組（調査、実証、支援）

バス、旅客船、タクシーなどの各業界における設備投資を

支援し、事業者のデジタル化をさらに促進します。
○先行実施 (R5.12月補正)

県内全域の交通・人流・行政データを一括して収集・分析

するモビリティデータ連携基盤を運用し、市町や事業者に

おけるデータの利活用を促進します。

○事業継続

○事業開始

○先行実施 (R5.6月補正)

県内全域の交通・人流・行政データを一括して収集・分析

するモビリティデータ連携基盤を運用し、市町や事業者に

おけるデータの利活用を促進します。【再掲】

○事業継続

時刻表や地理的情報に関するデータのオープン化を促進

し、誰もが公共交通を利用しやすい環境整備を推進しま

す。

○事業継続 ○事業改正

事業者における労働環境面の整備を支援することで、運転

士や整備士といった、地域公共交通の現場を支える人材不

足の解消を図ります。

○先行実施 (R5.12月補正)

仮説検証型の交通マネジメント研修を行い、地域公共交通

を支えるマネジメント人材を育成・強化します。
○事業継続 ○事業改正

共創の取組

交通事業者間や官民の連携による共同経営の取組を促進

し、利用者の利便性を向上させるとともに、利便性向上に

伴う利用者の増加等により事業者の経営基盤の強化を図り

ます。【再掲】

○事業開始

交通DX・

GX

モビリティ

データ

EVバスや省エネ船舶など、環境にやさしい次世代モビリ

ティの導入への支援策の検討を行い、世界的に重要性を増

す脱炭素化に対応します。

交通人材
地域交通を支

える専門人材

を育成・強化

します

交通人材の育

成・強化

将来を見据え

た設備投資

交通事業者の

持続性を高め

る取組を促進

します

交通データの

利活用

交通データを

一元管理し、

関係者の活用

を促進します

開始時期

施策
R６以降R５

施策の方向性
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エ 基本方針４：地域公共交通を通じた社会課題の解決  

 

基本方針４：地域公共交通を通じた社会課題の解決 

 

脱炭素化へ向けた動きが世界的に重要性を増し、県民の環境意識も高まる中、公共

交通に関しても輸送効率の向上が求められています。また、近年頻発する大規模災害

や新興感染症の発生などの危機事案に対し、県民の移動を確保していくためには地域

公共交通の柔軟かつ機動的な対応がこれまで以上に求められます。 

こうした課題に対応するため、事業者が行う交通 GXをはじめとした、環境に優しい

設備投資への支援や災害時における連携体制の構築などといった地球にも人にも優し

い取組を推進します。 

課題 

○ 世界的に加速する地球温暖化対策の動きに呼応し、公共交通の価値や競争力の向

上につなげていく必要があります。 

○ 平成 30年７月豪雨災害から５年が経過した現在、災害時の連絡体制について、ア

フターコロナ等の状況変化も踏まえながら、その仕組みを再構築していく必要があ

ります。 

施策の方向性 

 

交通 DX・GXの推進 

世界的に重要性を増す脱炭素化に向けて、EV バスなど環境に配慮した設備投資

に対する支援を行うなど、環境に優しい交通 GXを推進します。 

交通レジリエンスの向上 

近年頻発する大規模災害時においても県民の移動を確保していくため、非常時

の災害用電源としても活用できる EVバスをはじめとする次世代車両への投資を促

進します。 

災害に強い連携体制 

災害時においても利用者に対し迅速・確実な情報提供を行うため、交通データの

整備や平時からの災害時交通マネジメント能力の強化を図ります。 
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施策の方向性：交通 GXの推進 

 世界的に重要性を増す脱炭素化に向けて、EVバスなど環境に配慮した設備投資に対する支

援を行うなど、環境に優しい交通 GXを推進します。 

 

交通 DX・GX 

施策 

○ バス、旅客船、タクシーなどの各業界における設備投資を支援することで、事業者の

環境対策を促進します。 

○ 低床式路面電車導入の支援を検討し、複数の市町を結ぶ広域ネットワークを維持・確

保するとともに、環境面にも貢献します。【再掲】 

○ EVバスや省エネ船舶など、環境にやさしい次世代モビリティの導入への支援策の検討

を行い、世界的に重要性を増す脱炭素化に対応します。【再掲】 

 

 

施策の方向性：交通レジリエンスの向上 

 近年頻発する大規模災害時においても県民の移動を確保していくため、非常時の災害用電

源としても活用できる EV バスをはじめとする次世代車両への投資を促進します。 

 

交通レジリエンス 

施策 

○ 非常用電源としても活用できる EVバス等の次世代車両の導入を促進し、災害時の交

通レジリエンスを向上させます。【再掲】 

 

 

施策の方向性：災害に強い連携体制 

 災害時においても利用者に対し迅速・確実な情報提供を行うため、交通データの整備や平

時からの災害時交通マネジメント能力の強化を図ります。 

 

災害時交通マネジメント 

施策 

○ 県、市町、交通事業者等の関係者が連携した検討会の仕組みを整え、発災時において、

県民に必要な交通が速やかに確保され、円滑な移動を可能にします。 

○ GTFSの導入が進んでいない市町や事業者に対し、研修等を行い、発災時において

も、利用者の利便性を確保します。 
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関係者間の調整、機運醸成

具体的な取組（調査、実証、支援）

バス、旅客船、タクシーなどの各業界における設備投資を

支援することで、事業者の環境対策を促進します。
○先行実施 (R5.12月補正)

低床式路面電車導入の支援を検討し、複数の市町を結ぶ広

域ネットワークを維持・確保するとともに、環境面にも貢

献します。【再掲】

○事業継続

○事業開始

○先行実施 (R5.6月補正)

交通レジリエ

ンスの向上

非常時に活用

できる公共交

通への投資を

交通レジリ

エンス

非常用電源としても活用できるEVバス等の次世代車両の導

入を促進し、災害時の交通レジリエンスを向上させます。

【再掲】

○先行実施 (R5.6月補正)

県、市町、交通事業者等の関係者が連携した検討会の仕組

みを整え、発災時において、県民に必要な交通が速やかに

確保され、円滑な移動を可能にします。

○事業継続 ○事業改正

GTFSの導入が進んでいない市町や事業者に対し、研修等を

行い、発災時においても、利用者の利便性を確保します。
○事業継続 ○事業改正

EVバスや省エネ船舶など、環境にやさしい次世代モビリ

ティの導入への支援策の検討を行い、世界的に重要性を増

す脱炭素化に対応します。【再掲】

災害時交通

マネジメン

ト

交通DX・GX

の推進

脱炭素をはじ

めとした交通

に係るGXを推

進します

交通DX・

GX

災害に強い連

携体制

災害時におい

ても迅速・確

実な連携体制

を構築します

開始時期

施策
R６以降R５

施策の方向性
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(2) 地域類型別の施策 

基本方針に示した施策について、移動の実態に応じた展開を行うとともに、地域ごと

に最適化された交通ネットワークの構築につなげるため、地域類型別に目指す姿、課題、

それに応じた施策をまとめ直します。 

 

ア 都市拠点型、都市住居型 

 

地域類型：都市拠点型、都市住居型 

 

目指す姿 

【都市拠点型】 

圏域全体の豊かな生活環境の創出に向けて、拠点内及び拠点間が相互に連携しなが

ら最適な交通ネットワークで結ばれています。 

【都市住居型】 

多様な価値観やニーズを持つ様々な世代の人々が、大都市圏では得られないゆと

りと安心を実感できるよう、都市と自然を自由に行き来できています。 

データから見た移動の特性 

【都市拠点型】 

〇 通勤・通学の目的地になっており、日中の滞在量が多い 

〇 移動量が多く、将来的な移動需要も見込まれる 

〇 移動が集中することで、渋滞や混雑が起きやすい 

【都市住居型】 

〇 通勤・通学の出発地になっていることが多く、朝・夕の移動が多い 

〇 都心部に近く、駅やバス停、目的地までのアクセス性が重視される 

〇 朝夕（通勤・通学）と昼間（買い物等）で移動ターゲットが異なる 

課題 

○ 人口減少や都市のスポンジ化が進む中、都市の魅力を向上させるためには、主要

駅や主要港といった交通結節点をはじめとする拠点の強化を図るなど、まちづくり

と交通施策の連携強化が一層重要です。 

○ 複数のバス会社で高収益路線を奪いあうなど、都市の一部で路線が過剰となって

いるため、事業者共同での取組による効率化など、ネットワーク全体で最適化を進

めていく必要があります。 

○ 生活交通の一部を担っている高速バス路線について、他の交通モード（一般路線

バス、旅客船、鉄道等）に比べ、コロナ後の利用者が戻っていません。 
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主な施策 

○ 交通とまちづくりが融合した政策が各地域で進むよう、それぞれの計画（地域公

共交通計画、都市マスタープラン等）に関係者が一体的に取り組むための働きかけ

を進めます。 

○ 市町がまちづくりの視点から実施する地域公共交通ネットワークの形成に必要な

施設整備を国と一体となって促進し、集約型拠点形成によるまちづくりを推進しま

す。 

○ 交通事業者間や官民の連携による共同経営の取組を促進し、利用者の利便性を向

上させるとともに、利便性向上に伴う利用者の増加等により事業者の経営基盤の強

化を図ります。 

○ 地域間幹線系統のバス（高速バス含む）の運行に対し、国と協調した支援を行い、

複数の市町を結ぶ広域ネットワークを維持・確保するとともに、運行に使用するバ

ス車両の更新等についての支援を行い、乗合バス事業者の負担軽減や、運行上の安

全を確保します。 

○ 交通データ等を用いながら、需要と供給のマッチングに向けた調査や実証を行い、

都市部の移動需要を束ねることで、路線の効率化を促進します。 

○ 観光・ビジネスなど県内外からの交流人口を取り込んだ利用促進策等について、

市町、事業者、学識者等の多様な関係者とともに検討・実施を行い、新たな需要を獲

得します。 

○ 鉄道網を地域資源として活用した利用促進策や実態調査及び実証実験等の取組に

ついて支援等を行い、沿線地域の魅力を向上させます。 

○ 地域類型別のモビリティマネジメントについて、市町、事業者、学識者等の多様な

関係者とともに検討・実施を行い、地域の移動の実態に応じ、車利用から公共交通利

用への転換を促します。 

 

  



55 

 

図 移動シチュエーションに応じた課題とそれに対応する施策（代表的な事例） 

 

 

 

 

職業と移動シチュエーション

学生

高齢者

通学・交友
・買物

通院・買物
・コミュニティ活動

移動先の類型

都市拠点・
都市住居型

移動手段ごとの課題

来訪者
都市拠点・
都市住居型

会社員

アルバイト・
パート

通勤

生産拠点型

地域拠点型

都市拠点・
都市住居型

路線バス、
高速バス

路面電車、
路線バス

徒歩、自転車、
電動カート

交通結節点等、集約型拠
点の必要性高まる

都市の一部で
路線が過剰

コロナ前に べ、高速
バスの利用回復が遅い

公共交通を利用しない
人への働きかけが必要

自家用車

職業と移動シチュエーション

学生

高齢者

通学・交友
・買物

通院・買物
・コミュニティ活動

移動先の類型

都市拠点・
都市住居型

 策

交通拠点の
 設整備支援

来訪者
都市拠点・
都市住居型

会社員

アルバイト・
パート

通勤

生産拠点型

地域拠点型

都市拠点・
都市住居型

多様な関係者による乗
換改善・利用促進検討

幹線バス路線への補助
（高速バス含む）

事業者共同での取組に
よるNWの最適化
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イ 生産拠点型 

 

地域類型：生産拠点型 

 

目指す姿 

環境と経済・生活のどちらかではなく、どちらも追及する社会となるよう、地域や

企業において地域公共交通の利用が促進されています。 

データから見た移動の特性 

〇 大規模工場や工業団地等、日中に滞在量が集中する地域 

〇 通勤渋滞時の Co2対策等、環境問題との関係性が強い 

〇 事業活動の継続性を高めるため、災害時のレジリエンスが重視される 

課題 

○ 世界的に重要性を増す地球温暖化対策の流れに乗り遅れないよう、県内企業にお

いても脱炭素化への取組を加速させていく必要があります。 

○ 平成 30年７月豪雨から５年が経過した現在、アフターコロナ等の状況変化も踏ま

えながら、災害時の連絡体制を再構築する必要があります。 

○ 公共交通の利便性やアクセス性が充分でないため、通勤手段は自家用車に偏りが

ちです。 

主な施策 

○ 世界的に重要性を増す脱炭素化に対応するため、EV バスや省エネ船舶など、環境

にやさしい次世代モビリティの導入への支援策を検討します。 

○ 災害時の交通レジリエンスを向上させるため、非常用電源としても活用できる EV

バス等の次世代車両の導入を促進します。 

○ 地域類型別のモビリティマネジメントについて、市町、事業者、学識者等の多様な

関係者とともに検討・実施を行い、地域の移動の実態に応じ、車利用から公共交通利

用への転換を促します。 

○ 県内全域の交通・人流・行政データを一括して収集・分析するモビリティデータ

連携基盤を運用し、市町や事業者におけるデータの利活用を促進します。 
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図 移動シチュエーションに応じた課題とそれに対応する施策（代表的な事例） 

 

 

 

 

職業と移動シチュエーション 移動先の類型 移動手段ごとの課題

会社員

アルバイト・
パート

通勤

地域拠点型

都市拠点・
都市住居型

脱炭素化への取組を
加速させる必要

災害時における県民の
利便性の確保

公共交通を利用しない
人への働きかけが必要

自家用車

自家用車

豪雨災害後、アフター
コロナ等の状況変化

世界的な地球温暖化
対策の要請

職業と移動シチュエーション 移動先の類型 移動手段ごとの課題

会社員

アルバイト・
パート

通勤

地域拠点型

都市拠点・
都市住居型

脱炭素化への取組を
加速させる必要

災害時における県民の
利便性の確保

公共交通を利用しない
人への働きかけが必要

自家用車

自家用車

豪雨災害後、アフター
コロナ等の状況変化

世界的な地球温暖化
対策の要請
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ウ 地域拠点型 

 

地域類型：地域拠点型 

 

目指す姿 

広域ネットワークと地域内の生活交通が整備され、生活の拠点としてだけでなく都

市部へのアクセス性も向上しています。 

データから見た移動の特性 

〇 各地域における生活の拠点となっており、日中の滞在量が多い 

〇 今後は移動量の減少が見込まれており、まちづくり（目的地としての魅力向上）と

セットになった交通対策が求められる 

課題 

○ 生活関連施設が公共交通でアクセスしにくいなど、車中心のまちづくりになって

いるエリアもあり、主要駅、主要港などの交通結節点の存在感が薄れています。 

○ 県や市町において交通とまちづくりの担当部署が（部局を跨いで）異なるところ

もあるなど、地域公共交通計画と都市マスタープランに基づく施策のすり合わせが

十分できていないところもあります。 

○ コミュニティ内の移動については、その利用や必要となる経費の実態に応じて、

大型車両から小型車両へのダウンサイジング化等、運行形態の転換を進めていく必

要があります。 

○ 公共交通の利用者が減少している中、自家用車から公共交通への転換を進めてい

く必要がありますが、普段公共交通を利用しない人への働きかけが進んでいません。 

○ 減少する移動需要に対して、観光需要や自家用車からの公共交通転換など、新た

な需要を取り込んでいく必要があります。 
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主な施策 

○ 交通とまちづくりが融合した政策が各地域で進むよう、それぞれの計画（地域公

共交通計画、都市マスタープラン等）に関係者が一体的に取り組むための働きかけ

を進めます。 

○ 市町がまちづくりの視点から実施する地域公共交通ネットワークの形成に必要な

施設整備を国と一体となって促進し、集約型拠点形成によるまちづくりを推進しま

す。 

○ 中長期的な移動手段の維持・改善を図るため、地域の実情を把握するための路線

再編調査を支援するとともに、調査結果を基に車両のダウンサイジング化等、効率

的な運行形態の転換を行う取組への支援を検討します。 

○ 市町や NPO 法人が主体となって運行するバス路線に対して支援を行い、コミュニ

ティ内を移動する生活交通ネットワークを維持・確保します。 

○ 交通事業者間や官民の連携による共同経営の取組を促進し、利用者の利便性を向

上させるとともに、利便性向上に伴う利用者の増加等により事業者の経営基盤の強

化を図ります。 

○ 地域類型別のモビリティマネジメントについて、市町、事業者、学識者等の多様な

関係者とともに検討・実施を行い、地域の移動の実態に応じ、車利用から公共交通利

用への転換を促します。 

○ 観光・ビジネスなど県内外からの交流人口を取り込んだ利用促進策等について、

市町、事業者、学識者等の多様な関係者とともに検討・実施を行い、新たな需要を獲

得します。 

○ 鉄道網を地域資源として活用した利用促進策や実態調査及び実証実験等の取組に

ついて支援等を行い、沿線地域の魅力を向上させます。 

○ 県内全域の交通・人流・行政データを一括して収集・分析するモビリティデータ

連携基盤を運用し、市町や事業者におけるデータの利活用を促進します。 

 

 

 

  



60 

 

図 移動シチュエーションに応じた課題とそれに対応する施策（代表的な事例） 
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週末の交友
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通院
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地域住居型

都市拠点型
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徒歩、自転車

路線バス、
高速バス

地域住居型

地域拠点型

市町運行バス、
コミュニティバス

車両の大きさが需要に
見合っていない

生活関連 設が公共
交通でアクセスしにくい

需給に見合った路線の
効率化も要検討

来訪者 地域拠点型

会社員

アルバイト・
パート

通勤 生産拠点型

電動カート、自転車

域内移動は
主に自家用車を利用

公共交通を利用しない
人への働きかけが必要

自家用車

鉄道
交通結節点等、集約型
拠点の必要性高まる

レジャー 都市拠点型

路線バス、
高速バス

鉄道
交通結節点等、集約型
拠点の必要性高まる

職業と移動シチュエーション

学生

高齢者

通学

週末の交友

都心部への買物

通院

コミュニティ活動

移動先の類型

地域拠点型

地域住居型

都市拠点型

 策

交通拠点の
 設整備支援

幹線バス路線への補助
（高速バス含む）

地域住居型

交通とまちづくりの融合

市町等の運行路線
への補助

運行形態転換支援
バスのダウンサイジング

路線再編調査
路線の再編支援

来訪者 地域拠点型

多様な関係者による乗
換改善・利用促進検討

集約型の拠点形成

会社員

アルバイト・
パート

通勤 生産拠点型

鉄道の持続可能性等
調査・実証

鉄道・バスの役割分担

日用品の買物 地域拠点型 電動カート、自転車

レジャー 都市拠点型

幹線バス路線への補助
（高速バス含む）

鉄道の持続可能性等
調査・実証

鉄道・バスの役割分担

鉄道NWを活かした
沿線の魅力向上

地域資源の磨き上げ

交通拠点の
 設整備支援

交通とまちづくりの融合
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エ 地域住居型 

 

地域類型：地域住居型 

 

目指す姿 

将来にわたって暮らし続けることができる生活環境を守るため、デジタル技術を活

用した様々な交通サービスが効率的に提供される仕組みづくりが進んでいます。 

データから見た移動の特性 

〇 通勤・通学の出発地になっていることが多く、朝・夕の移動が多い 

〇 日中の移動が少なく、乗客のいない便を運行しているバスもある 

〇 大きな買い物をする場合、他地域まで足を延ばす必要がある 

課題 

○ 定時・定路線型の公共交通が運行していたエリアにおいても、利用者の減少によ

り、これまでどおりの移動手段が確保できなくなる可能性があります。 

○ 利用者数の減少に伴って、車両の大きさが実態に見合っていないコミュニティバ

スも増えてきていますが、ダウンサイジング化に伴う車両費の負担がネックとなり、

運行形態の見直しが進んでいません。 

○ 航路の赤字が増加していることや、今後の行政負担の増加に向けた抜本的な対策

を行う際のベースとなる、将来的な利用状況や外部環境等の実態把握が進んでいま

せん。 

○ 利用者の減少に伴い、今後予想される交通空白地の増加を見据え、住民がドライ

バーを担うなど、地域の輸送資源を総動員した新たな移動サービスも検討していく

必要があります。 

○ 交通事業者が運行管理の対応に時間と労力を要しており、デジタル技術による業

務効率化が必要となっています。 
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主な施策 

○ 中長期的な移動手段の維持・改善を図るため、地域の実情を把握するための路線

再編調査を支援するとともに、調査結果を基に車両のダウンサイジング化等、効率

的な運行形態の転換を行う取組への支援を検討します。 

○ 市町や NPO 法人が主体となって運行するバス路線に対して支援を行い、コミュニ

ティ内を移動する生活交通ネットワークを維持・確保します。 

○ 市町や航路事業者等が実施する実態調査及び実証実験について支援を行い、生活

航路の持続可能性や地域全体の移動のあり方を検討します。 

○ 持続可能性の検証を行った航路について、運航コストの低減を図るための取組を

検討します。 

○ 鉄道やバス、タクシー等の地域公共交通サービスの提供が困難な交通空白地域に

おいて、住民がドライバーを担うなど地域の輸送資源を総動員した新たな移動サー

ビスについて調査を行い、将来的な社会実装に向け必要となるコストや市町の財政

負担を含めた検討を行うことで、住民の移動手段を確保します。 

○ 交通事業者、利用者、受益者が主体的に連携し、デジタル技術を活用しながら、交

通と生活サービスの相乗効果を生み出す取組を支援し、地域公共交通の利便性と持

続可能性の向上を図ります。 

○ 地域類型別のモビリティマネジメントについて、市町、事業者、学識者等の多様な

関係者とともに検討・実施を行い、地域の移動の実態に応じ、車利用から公共交通利

用への転換を促します。 
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図 移動シチュエーションに応じた課題とそれに対応する施策（代表的な事例） 

 

 

 

職業と移動シチュエーション

学生

高齢者

通学

週末の交友
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日用品の買物

コミュニティ活動
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移動先の類型

地域拠点型

地域住居型

都市拠点型

移動手段ごとの課題

路線バス

路線バス、
高速バス

地域住居型

地域拠点型

都市拠点型

鉄道
交通結節点等、集約型
拠点の必要性高まる

ライドシェア等、新たな
移動手段も要検討

自家用有償運送、
デマンドタクシー etc.

市町運行バス、
コミュニティバス

車両の大きさが需要に
見合っていない

路線バス

路線バス、
高速バス

鉄道
交通結節点等、集約型
拠点の必要性高まる

需給に見合った路線の
効率化も要検討

来訪者 地域住居型
域内移動は

主に自家用車を利用

会社員 通勤 地域拠点型 生活航路（島しょ部）

徒歩、自転車

将来的な利用状況等の
実態把握ができていない

職業と移動シチュエーション

学生

高齢者

通学

週末の交友

通院

日用品の買物

コミュニティ活動

レジャー

移動先の類型

地域拠点型

地域住居型

 策

幹線バス路線への補助

幹線バス路線への補助
（高速バス含む）

地域住居型

地域拠点型

都市拠点型

鉄道の持続可能性等
調査・実証

交通拠点の
 設整備支援

鉄道・バスの役割分担

交通とまちづくりの融合

新たな移動サービス
調査

広島型MaaS
ライドシェア等の調査

市町等の運行路線
への補助

運行形態転換支援

幹線バス路線への補助

幹線バス路線への補助
（高速バス含む）

鉄道の持続可能性等
調査・実証

バスのダウンサイジング

鉄道・バスの役割分担

交通拠点の
 設整備支援

交通とまちづくりの融合

路線再編調査

路線の再編支援

来訪者 地域住居型
多様な関係者による乗
換改善・利用促進検討

会社員 通勤 地域拠点型 生活航路への補助 生活航路の実態調査
実態把握と再編実 

都心部への買物 都市拠点型
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オ 移動需要分散型 

 

地域類型：移動需要分散型 

 

目指す姿 

新たな交通サービスの普及と地域の実情に応じた交通再編が進み、買い物や通院等

の日常生活の移動が確保されています。 

データから見た移動の特性 

〇 小規模の移動需要が分散的に存在 

〇 将来的な移動需要の減少が、他地域に比べ最も大きな地域 

〇 特に高齢者は免許返納後の移動手段の確保が求められる 

課題 

○ 既存の公共交通（バス、タクシー）でカバーできないエリアが多く、市町の交通課

題が複雑化しており、課題整理に時間がかかっている現状があります。交通分野へ

のリソースも限られるため、課題やその解決手法等を実証し、市町の地域公共交通

計画に位置付けていく必要があります。 

○ 各地域で交通に対する需要がどのくらいあって、それに対するコストがどのくら

いかかり、それを誰がどう負担していくのかという、採算性等も考慮した持続可能

な公共交通の確立に向けたモデルづくりが必要です。 

◯ 利用人数の減少に伴って、車両の大きさが実態に見合っていないコミュニティバ

スも増えてきていますが、ダウンサイジング化に伴う車両費の負担がネックとなり、

運行形態の見直しが進んでいません。 

主な施策 

○ 交通事業者、利用者、受益者が主体的に連携し、デジタル技術を活用しながら、交

通と生活サービスの相乗効果を生み出す取組を支援し、地域公共交通の利便性と持

続可能性の向上を図ります。 

○ 鉄道やバス、タクシー等の地域公共交通サービスの提供が困難な交通空白地域に

おいて、住民がドライバーを担うなど地域の輸送資源を総動員した新たな移動サー

ビスについて調査を行い、将来的な社会実装に向け必要となるコストや市町の財政

負担を含めた検討を行うことで、住民の移動手段を確保します。 

○ 中長期的な移動手段の維持・改善を図るため、地域の実情を把握するための路線

再編調査を支援するとともに、調査結果を基に車両のダウンサイジング化等、効率

的な運行形態の転換を行う取組への支援を検討します。 

○ 市町や NPO 法人が主体となって運行するバス路線に対して支援を行い、コミュニ

ティ内を移動する生活交通ネットワークを維持・確保します。 

○ 地域類型別のモビリティマネジメントについて、市町、事業者、学識者等の多様な

関係者とともに検討・実施を行い、地域の移動の実態に応じ、車利用から公共交通利

用への転換を促します。 
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図 移動シチュエーションに応じた課題とそれに対応する施策（代表的な事例） 
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通院
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地域拠点型

地域住居型

移動手段ごとの課題

市町運行バス、
スクールバス

車両の大きさが需要に
見合っていない

地域住居型

地域拠点型

ライドシェア等、新たな
移動手段も要検討

自家用有償運送、
デマンドタクシー etc.

市町運行バス、
コミュニティバス

車両の大きさが需要に
見合っていない

需給に見合った路線の
効率化も要検討

来訪者 移動需要分散型
域内移動は

主に自家用車を利用

（地域拠点経由）

（地域拠点経由）

職業と移動シチュエーション

学生

高齢者

通学

週末の交友

都心部への買物

通院

日用品の買物

コミュニティ活動

レジャー

移動先の類型

地域拠点型

地域住居型

 策

市町等の運行路線
への補助

運行形態転換支援

地域住居型

地域拠点型

バスのダウンサイジング

新たな移動サービス
調査

広島型MaaS
ライドシェア等の調査

市町等の運行路線
への補助

運行形態転換支援
バスのダウンサイジング

路線再編調査
路線の再編支援

来訪者 移動需要分散型
多様な関係者による乗
換改善・利用促進検討

（地域拠点経由）

（地域拠点経由）
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表 施策一覧（1/2） 関係者間の調整、機運醸成

関連性高い：●　　関連性あり：○ 具体的な取組（調査、実証、支援）

地域間幹線系統のバス（高速バス含む）の運行に対し、国と協調した支援を行い、複数の市町を結ぶ広域ネットワークを維持・確保するとともに、運行に

使用するバス車両の更新等についての支援を行い、乗合バス事業者の負担軽減や、運行上の安全を確保します。
★ ● ○ ● ○ ○事業継続 ○事業改正

市町が必要と認める経路を運行するバス路線に対して、市町と協調して支援を行い、地域住民にとって必要不可欠な広域ネットワークを維持・確保します。 ★ ○ ● ○ ● ○事業継続

本土への唯一航路の運航に対し、国と協調して支援を行い、離島住民の暮らしに必要不可欠な航路を維持・確保します。 ★ ● ● ○ ○事業継続

上記航路以外について、島民の暮らしに不可欠且つ、車両等で移動するよりも時間短縮効果に優れた航路の運航については市町と協調して支援を行います。 ★ ● ● ○ ○事業継続 ○事業改正

市町や航路事業者等が実施する実態調査及び実証実験について支援を行い、生活航路の持続可能性や地域全体の移動のあり方を検討します。 ★ ● ● ○ ○事業開始

持続可能性の検証を行った航路について、運航コストの低減を図るための取組を検討します。 ★ ● ● ○ ○事業開始

鉄道網を地域資源として活用した利用促進策や実態調査及び実証実験等の取組について支援等を行い、沿線地域の魅力を向上させます。 ★ ● ○ ● ○事業継続

低床式路面電車導入の支援を検討し、複数の市町を結ぶ広域ネットワークを維持・確保します。 ★ ● ● ○ ○ ○事業継続

市町がまちづくりの視点から実施する地域公共交通ネットワークの形成に必要な施設整備を国と一体となって促進し、集約型拠点形成によるまちづくりを

推進します。
★ ● ○ ● ○ ○事業開始

交通とまちづくりが融合した政策が各地域で進むよう、それぞれの計画（地域公共交通計画、都市マスタープラン等）に関係者が一体的に取り組むための

働きかけを進めます。
★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○事業開始

観光・ビジネスなど県内外からの交流人口を取り込んだ利用促進策等について、様々なデータを活用しながら、市町、事業者、学識者等の多様な関係者と

ともに検討・実施を行い、新たな需要を獲得します。
★ ○ ○ ● ● ○ ● ○事業継続 ○事業改正

鉄道網を地域資源として活用した利用促進策や実態調査及び実証実験等の取組について支援等を行い、沿線地域の魅力を向上させます。【再掲】 ★ ● ○ ● ○事業継続

交通と観光が融合した政策が進むよう、それぞれの計画（地域公共交通計画、観光計画等）に関係者が一体的に取り組むための働きかけを進めます。 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○事業開始

集約型拠点形成によるまちづくりを推進する施設整備を国と一体となって促進することで、県内外の観光・ビジネス客の周遊を促進します。 ★ ● ○ ● ○ ○事業開始

生活様式に応じた

利用促進

アフターコロナにおけるモ

ビリティ・マネジメントを

促進します

モビリティマ

ネジメント

地域類型別のモビリティマネジメントについて、市町、事業者、学識者等の多様な関係者とともに検討・実施を行い、地域の移動の実態に応じ、車利用か

ら公共交通利用への転換を促します。
★ ○ ○ ● ● ○ ● ○事業継続 ○事業改正

市町やNPO法人が主体となって運行するバス路線に対して支援を行い、コミュニティ内を移動する生活交通ネットワークを維持・確保します。 ● ● ● ○事業継続

地域の実情を把握するための路線再編調査を支援し、中長期的な移動手段の維持・改善を図ります。 ○ ○ ○ ○ ● ● ○事業継続 ○事業改正

上記調査結果を基に車両のダウンサイジング化等、効率的な運行形態の転換を行う取組への支援を検討します。 ● ● ● ○事業開始

共創の取組
交通事業者間や官民の連携による共同経営の取組を促進し、利用者の利便性を向上させるとともに、利便性向上に伴う利用者の増加等により事業者の経営

基盤の強化を図ります。
★ ● ● ○ ● ● ○ ○事業開始

市町がまちづくりの視点から実施する地域公共交通ネットワークの形成に必要な施設整備を国と一体となって促進し、集約型拠点形成によるまちづくりを

推進します。【再掲】
★ ● ○ ● ○ ○事業開始

交通とまちづくりが融合した政策が各地域で進むよう、それぞれの計画（地域公共交通計画、都市マスタープラン等）に関係者が一体的に取り組むための

働きかけを進めます。【再掲】
★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○事業開始

広島型MaaS
交通事業者、県民、受益者が主体的に連携し、デジタル技術を活用しながら、交通と生活サービスの相乗効果を生み出す取組を支援し、地域公共交通の利

便性と持続可能性の向上を図ります。
● ● ● ○事業継続 ○事業改正

新たな移動

サービスの調

査

鉄道やバス、タクシー等の地域公共交通サービスの提供が困難な交通空白地域において、利便性と持続可能性が高い新たな移動サービスについて調査を行

い、将来的な社会実装に向けた検討を行うことで、住民の移動手段を確保します。
○ ○ ● ○事業開始

モビリティマ

ネジメント

地域類型別のモビリティマネジメントについて、市町、事業者、学識者等の多様な関係者とともに検討・実施を行い、地域の移動の実態に応じ、車利用か

ら公共交通利用への転換を促します。【再掲】
★ ○ ○ ● ● ○ ● ○事業継続 ○事業改正

バリアフリー対策
全ての人が移動しやすいバ

リアフリーを整備します
バリアフリー 市町が実施する鉄道駅のバリアフリー化設備の整備や低床式路面電車導入の支援を検討し、地域公共交通における移動の円滑化を推進します。 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○事業継続

基本方針 施策の方向性

暮らしを支える

生活交通の確保

コミュニティ内の

移動の確保

地域コミュニティ内の近距

離・小規模移動を確保しま

す

集約型拠点形成に

よるまちづくり

結節点の拠点性を高め、多

方面への移動を促進します

都市

拠点

都市

住居

生産

拠点

地域

拠点

地域

住居

広域

ネット

ワーク

地域類型別 開始時期

移動

分散
R５ R６以降

施策

拠点間を結ぶ交通

ネットワークの充実

広域ネットワーク

の強化

広域ネットワークとしての

幹線交通を強化します

新たな需要の獲得

観光・ビジネスなど県内外

からの交流人口を取り込み

ます

観光

利用促進

鉄道

旅客船

交通と

まちづくり

バス

潜在需要の掘り起

こし

潜在需要を満たす新たな交

通サービスを確保します

交通と生活サービ

スの一体化

交通と生活サービスが一体

となった取組を推進します

バス

交通とまちづ

くり
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表 施策一覧（2/2）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係者間の調整、機運醸成

関連性高い：●　　関連性あり：○ 具体的な取組（調査、実証、支援）

バス、旅客船、タクシーなどの各業界における設備投資を支援し、事業者のデジタル化をさらに促進します。 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○先行実施 (R5.12月補正)

県内全域の交通・人流・行政データを一括して収集・分析するモビリティデータ連携基盤を運用し、市町や事業者におけるデータの利活用を促進します。 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○事業継続

○事業開始

○先行実施 (R5.6月補正)

県内全域の交通・人流・行政データを一括して収集・分析するモビリティデータ連携基盤を運用し、市町や事業者におけるデータの利活用を促進します。

【再掲】
★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○事業継続

時刻表や地理的情報に関するデータのオープン化を促進し、誰もが公共交通を利用しやすい環境整備を推進します。 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○事業継続 ○事業改正

事業者における労働環境面の整備を支援することで、運転士や整備士といった、地域公共交通の現場を支える人材不足の解消を図ります。 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○先行実施 (R5.12月補正)

仮説検証型の交通マネジメント研修を行い、地域公共交通を支えるマネジメント人材を育成・強化します。 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○事業継続 ○事業改正

共創の取組
交通事業者間や官民の連携による共同経営の取組を促進し、利用者の利便性を向上させるとともに、利便性向上に伴う利用者の増加等により事業者の経営

基盤の強化を図ります。【再掲】
★ ● ● ○ ● ● ○ ○事業開始

バス、旅客船、タクシーなどの各業界における設備投資を支援することで、事業者の環境対策を促進します。 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○先行実施 (R5.12月補正)

低床式路面電車導入の支援を検討し、複数の市町を結ぶ広域ネットワークを維持・確保するとともに、環境面にも貢献します。【再掲】 ★ ● ● ○ ○ ○事業継続

○事業開始

○先行実施 (R5.6月補正)

交通レジリエンス

の向上

非常時に活用できる公共交

通への投資を促進します

交通レジリエ

ンス
非常用電源としても活用できるEVバス等の次世代車両の導入を促進し、災害時の交通レジリエンスを向上させます。【再掲】 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○先行実施 (R5.6月補正)

県、市町、交通事業者等の関係者が連携した検討会の仕組みを整え、発災時において、県民に必要な交通が速やかに確保され、円滑な移動を可能にしま

す。
★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○事業継続 ○事業改正

GTFSの導入が進んでいない市町や事業者に対し、研修等を行い、発災時においても、利用者の利便性を確保します。 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○事業継続 ○事業改正

基本方針 施策の方向性

交通事業者等の

経営力強化

地域公共交通を通じ

た社会課題の解決

交通DX・GXの推

進

脱炭素をはじめとした交通

に係るGXを推進します

都市

拠点

都市

住居

生産

拠点

地域

拠点

地域

住居

広域

ネット

ワーク

地域類型別 開始時期

移動

分散
R５ R６以降

施策

EVバスや省エネ船舶など、環境にやさしい次世代モビリティの導入への支援策の検討を行い、世界的に重要性を増す脱炭素化に対応します。 ○ ○

災害に強い連携体

制

災害時においても迅速・確

実な連携体制を構築します

災害時交通マ

ネジメント

交通DX・GX

交通人材

将来を見据えた設

備投資

交通事業者の持続性を高め

る取組を促進します
交通DX・GX

交通人材の育成・

強化

地域交通を支える専門人材

を育成・強化します

交通データの利活

用

交通データを一元管理し、

関係者の活用を促進します

モビリティ

データ

○ ○★

○ ○★ ○ ○

EVバスや省エネ船舶など、環境にやさしい次世代モビリティの導入への支援策の検討を行い、世界的に重要性を増す脱炭素化に対応します。【再掲】 ○ ○ ○ ○
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３ 評価指標 

施策の効果や達成状況を定量的・客観的に評価するため、全体を総括する総括評価と基

本方針毎に評価する指標を設定します。 

各評価指標については、それぞれの指標設定のねらいに基づき、継続して評価を行って

いきます。 

 

    

 

〇 目指す姿の実現に向けて、多角的な視点で現状を共有し、数値をもって見直しや

改善に向けた継続的な議論を行います。 

〇 県・市町・事業者・県民がそれぞれの役割を認識し、広島県の地域公共交通の目

指す姿の実現に向けたモチベーションの向上につなげます。 

〇 基本方針とその施策に紐づけた評価指標の現状を分析し、達成状況に寄与する

施策だけでなく、施策の問題点・改善点についても検証し、アジャイルに施策を

改善するアクションに繋げます。 

 

 

表 総括指標 

総括指標：自然と都市の魅力を享受し、質の高い暮らしができると感じる県民の割合 

指標設定 

のねらい 

県、市町、交通事業者、県民といった全ての関係者が、持続可能なまちづ

くりを進めていく上で、地域公共交通は重要な要素であるという認識を共

有します。 

（「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」の「持続可能なまちづくり」の評

価指標） 

指標値 

現状値（令和 5年度） 

53% 

 

  

評価指標・目標値の意義 
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(1) 基本方針１：拠点間を結ぶ交通ネットワークの充実 
 

表 基本方針 1に基づく評価指標と目標値 

 基本方針１：拠点間を結ぶ交通ネットワークの充実 

指標：各拠点のアクセシビリティ 

指標設定 

のねらい 

圏域全体の豊かな生活環境の創出に向けて、拠点間を結ぶ広域の地域

公共交通ネットワークを強化し、県民が不自由なく移動できるよう県

全体の地域公共交通をマネジメントしていきます。 

指標値 

現状値（令和 5年度）※５ 

⇒ 

目標値（令和 10年度） 

100 100以上 

指標：生活拠点のアクセシビリティ 

指標設定 

のねらい 

生活拠点としてだけでなく、都市部へのアクセス性を向上させるため

に、県・市町・事業者といった関係者が連携しながら、広域交通と生活

交通を確保していきます。 

指標値 

現状値（令和 5年度）※４ 

⇒ 

目標値（令和 10年度） 

100 100以上 

指標：自家用車から地域公共交通への転換を志向する県民の割合 

指標設定 

のねらい 

地域公共交通の確保・維持のために、県・市町・事業者といった関係者

で地域公共交通の利用促進を行い、県民の地域公共交通利用への意識

変容を促していきます。 

指標値 

現状値（令和 4年度） 

⇒ 

目標値（令和 10年度） 

56% 60% 

 

※４：令和５年度時点のアクセシビリティ（単位：時間）を 100とみなし、継続的に評価する。 
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(2) 基本方針２：暮らしを支える生活交通の確保 
 

表 基本方針 2に基づく評価指標と目標値 

 基本方針 2：暮らしを支える生活交通の確保 

指標：生活拠点のアクセシビリティ 

指標設定 

のねらい 

生活拠点としてだけでなく、都市部へのアクセス性を向上させるため

に、県・市町・事業者といった関係者が連携しながら、広域交通と生活

交通を確保していきます。 

指標値 

現状値（令和 5年度）※４ 

⇒ 

目標値（令和 10年度） 

100 100以上 

指標：新たな交通サービスの導入に向けた取組件数 

指標設定 

のねらい 

将来にわたって移動手段を確保するため、現状の交通サービスを維持す

るための取組に留まらず、市町や事業者が中心となって、デジタル技術

を活用した新たな交通サービスの導入を進めていきます。 

指標値 

現状値（令和 4年度） 

⇒ 

目標値（令和 10年度） 

11件 23件 

指標：日常生活において、地域公共交通で不自由なく移動できる住民の割合 

指標設定 

のねらい 

日常生活に必要な移動手段を確保するため、県、市町、事業者が連携し、

地域の実情に応じた交通サービスの導入やバリアフリー化を推進しま

す。 

指標値 

現状値（令和 4年度） 

⇒ 

目標値（令和 10年度） 

84％ 100% 

※４：令和５年度時点のアクセシビリティ（単位：時間）を 100とみなし、継続的に評価する。 

 

  



72 
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(3) 基本方針３：交通事業者等の経営力強化 

 

表 基本方針 3に基づく評価指標と目標値 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 3：交通事業者等の経営力強化 

指標：経営力の強化に向けて、先進的な取組に着手している事業者の割合 

指標設定 

のねらい 

県民のライフスタイルに合わせた交通編成や人材育成といった取組を

進めていくため市町や事業者がヒト・モノ・データといったリソース

を有効活用します。 

指標値 

現状値 

⇒ 

目標値（令和 10年度） 

― 
― 

（現状値を取得した後、設定） 
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(4) 基本方針４：地域公共交通を通じた社会課題の解決 

 

表 基本方針 4に基づく評価指標と目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 4：地域公共交通を通じた社会課題の解決 

指標：地域公共交通に対するイメージの向上（脱炭素、災害時の移動手段） 

指標設定 

のねらい 

災害発生時の関係者の連携を高めるとともに、地球環境に配慮したモ

ビリティ導入を通して県民が環境にも人にも優しい地域公共交通へ利

用転換するよう促していきます。 

指標値 

現状値 

⇒ 

目標値（令和 10年度） 

― 

（参考値：44%（令和 4年度）） 
75% 
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４ ビジョンの体系図 
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第３章 ビジョンの推進 
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１ それぞれの役割 

ビジョンでは、地域公共交通の目指す姿を広く共有しながら、交通事業者、県民、行政と

いった関係者が中長期的な視点を持って、一体的に取り組むこととしており、目指す姿の

実現に向けては、関係者同士が連携し、それぞれの役割を果たしながら、施策を推進する

ことが重要です。 

 

ア 県の役割 

県は、ビジョンの目指す姿とその実現に向けた方向性を、市町の交通会議、エリア分

科会等、様々な機会を創出しながら関係者としっかり共有するとともに、市町をまたぐ

広域ネットワークの確保・維持に向けて、主体的な役割を果たし、新たな交通サービス

の導入・普及と地域の実情に応じた交通再編が進むよう、交通人材の育成・強化、持続性

を高める設備投資、交通データ基盤の整備といった取組を推進し、交通 GXや災害対応に

ついては、その仕組みや体制を整え、関係者がそれぞれの役割を果たすために必要な支

援を行います。 

 

イ 市町の役割 

市町は、県の目指す姿とその実現に向けた方向性を、各地域公共交通計画に反映させ

ながら、市町内を運行する各交通ネットワークや交通拠点等について、交通事業者等と

その活性化・確保・維持に取り組むとともに、新たな交通サービスの導入についても積

極的に取り組み、地域の生活交通の持続性を高めます。 

 

ウ 交通事業者の役割 

交通事業者は、自らが担う地域公共交通の確保・維持に取り組むとともに、サービス

水準の向上に向け、人材育成、持続性を高める設備投資、交通データの活用に取り組み

ます。なお、データ活用に際し、利用・運行状況に関する各種データの提供・共有を県に

も積極的に行い、県全体での PDCAの改善に協力します。 

 

エ 県民の役割 

県民の皆様には、地域公共交通を自らの現在の生活のためだけでなく、現在地域公共

交通に乗らない方も含め、将来的な自らの移動手段や自分の子孫の世代の移動手段とし

ての意識をもって利用して頂きたいと考えています。地域公共交通に関わる関係者はそ

のために利便性を高め、より利用しやすい環境を整備します。 
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２ ビジョンの推進体制 

目指す姿の実現に向けては、地域の実情に応じた移動の実態を踏まえながら、施策の評

価・見直しを適宜行い、市町、交通事業者、県民といった関係者が一体となって地域公共

交通を利便性、快適性、生産性が向上する形にリ・デザインしていく必要があります。こ

のため、①県全域での視点、②生活圏域をまたいだ広域的な視点、③各地域での視点 と

いった観点から県が主体となって３つのマネジメントに取り組みます。 

① 県内全域のマネジメント 

行政、交通事業者、利用者、学識者等で構成される「広島県地域公共交通協議会」に

おいて、目指す姿の実現を念頭に、各施策の実施状況や効果発現状況、評価指標の目標

達成状況等をモニタリングし、評価・見直しを行うことで「県内全域のマネジメント」

に取り組みます。 

② 関係者が一体となったマネジメント 

広島県地域公共交通協議会の下に設置した「エリア分科会」を活用しながら、県内を

３つに分類した圏域ごとに、市町、交通事業者、県、学識者等の地域公共交通に関わる

関係者で具体の議論を行うとともに「人の移動に着目」「データ活用と未来からの視

点」「地域類型」といったビジョンの基本的な考え方等を市町や事業者に共有し、それ

ぞれの実情に応じた地域公共交通への利用転換策やモビリティマネジメントについて検

討し、「関係者が一体となったマネジメント」に取り組みます。 

③ 各地域のマネジメント支援 

ビジョンの目指す姿を基に、それぞれの市町の実態に応じた取り組みを展開するた

め、各地域をマネジメントできる交通人材の育成や各地域の交通政策へ活用できるよう

データの拡充を行うとともに、各市町の交通計画の支援を行います。 

 

  

図 マネジメント体制 

広島県地域公共交通
協議会

エリア分科会
（広島）

エリア分科会
（備北）

エリア分科会
（備後）

市町 市町市町

【県内全域のマネジメント】

【各地域のマネジメント】

【関係者が一体となったマネジメント】

市町 市町 市町
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(1) マネジメント体制 

ア 広島県地域公共交通協議会 

(ｱ) 構成員 

国、県、市町、交通事業者、利用者、学識者 

(ｲ) 目的 

交通事業者、県民、行政といった関係者が中長期的な視点をもって、地域公共

交通の目指す姿とその実現に向けた方向性を広く共有し、一体的に取り組むため

のマスタープランとして策定した広島県地域公共交通ビジョンが効果的なものと

なるよう協議を行います。 

(ｳ) 役割 

・各施策の実施状況や評価指標の目標達成状況等をモニタリングすることで、ビ

ジョンの進捗管理を行います。 

・ビジョンのモニタリング状況や、県全体における地域公共交通の現況や課題を

関係者で共有することで、県全体を見渡した幅広い視点から施策の見直しを検

討します。 

・協議会での議論を通じて、県全体における交通関係者間での連携や、様々な分

野の垣根を越えた連携を推進します。 

・国の地域公共交通確保維持改善事業の活用など、県民の豊かな暮らしに必要な

日常生活の移動を確保・維持するための取組について協議を行います。 

(ｴ) 実施事項 

① 評価指標のモニタリング 

・施策の実施効果や達成状況を定量的・客観的に評価するため、評価指標におけ

る数値目標の達成状況を把握・評価します。 

・総括指標は整合する「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」に合わせて把握・

評価を行い、その他の評価指標は、実績値が毎年度把握できる指標について

は、毎年度進捗状況を把握・評価します。 

② 施策見直しの検討 

・各施策の実施状況を把握し、エリア分科会での意見を踏まえ提示された施策見

直し案を基に必要に応じて施策の見直しを行います。 

③ 地域公共交通確保維持改善事業に係る協議 

・国の地域公共交通確保維持改善事業を活用するため、県内の地域間幹線系統に

関する目標や評価手法等に関する国への提出資料について協議を行うととも

に、毎年度、事業評価を行います。  
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イ エリア分科会 

(ｱ) 構成員 

県、市町、交通事業者、学識者（広島、備後、備北の３圏域で実施） 

 

(ｲ) 目的 

県・市町が一体となった交通体系の構築を目指すため、ビジョンの基本的な考

え方や施策の方向性を市町や事業者に共有し、市町の交通計画に反映するととも

に、３つの圏域ごとにビジョンの評価指標のモニタリングや、関係者が連携した

利用促進策を検討するなど、地域の実態に応じたマネジメントを行います。 

(ｳ) 役割 

・圏域ごとに施策の効果発現状況をモニタリングし、必要に応じて施策の見直し

の検討を行います。 

・圏域ごとに市町や地域類型をまたぐ広域ネットワークについて議論を行い、結

果を各市町の交通会議にも反映します。 

・国や県内の好事例を他市町や交通事業者に共有します。 

・地域類型別の地域公共交通の利用転換策やモビリティマネジメントの検討・実

験を行います。 

(ｴ) 実施事項 

① 施策の効果発現状況等の評価及び見直し 

・県全域の指標や圏域ごとの数字を提示しながらモニタリングすることで、施策

実施状況と効果発現状況の検証・評価を行います。 

・モニタリングの結果、圏域ごとに施策が効果的に発現していないと思われる場

合は、必要に応じて施策見直しを検討します。  

都市拠点型

都市住居型

生産拠点型

地域拠点型

地域住居型

移動需要分散型

【凡例】地域類型

備後
圏域

備北
圏域

広島
圏域

図 地域類型図 
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② 広域ネットワークの検討 

・ビジョンで設定した目指す姿の実現に向け、各市町や交通事業者が抱えている

課題を共有しながら、高速バス等の市町間・地域類型をまたぐ移動や関係市町

で交通計画を作成するといった、従来の行政区域に捉われない議論を行うとと

もに、議論の結果を各市町の交通会議に共有し、各市町の交通計画に落とし込

んでもらうことで県内広域ネットワークの最適化を図ります。 

③ 好事例の共有 

・国の動きや県内外の好事例に加え、各市町や交通事業者が取り組んでいる独自

施策等を共有し、県、市町、交通事業者の取組に反映するとともに、他圏域や

関係者にも共有するなど、県内関係者が一体となった持続可能な交通体系の構

築を目指します。 

④ 地域公共交通への利用転換策やモビリティマネジメントの検討 

・エリア分科会において、住民アンケート等のデータ等を活用しながら観光・ビ

ジネスなど県内外からの交流人口を取り込んだ利用転換策や地域類型別のモビ

リティマネジメントについて議論を行います。 

⑤ 実証実験の実施 

・エリア分科会での検討内容を踏まえ、必要に応じて圏域ごとに実証実験を実施

します。 

（例：企業や学校の送迎バス等の地域公共交通転換、パーク＆ライドなど） 

・実証実験によって得られた成果や課題を県内に展開することで、新たな取組の

実施や他分野との連携を促進していきます。 

 

 

 

図 施策効果発現状況検討例 

施策（インプット） アウトプット～アウトカム 評価指標

多様な関係者が連携し、公共交
通への転換や利用促進を検討・
実施する検討会の設置・運営

共同組織体による持続性の高い
効率的な事業運営体制の構築

鉄道網を活用した利用促進策等
への支援

多くの人々が日々の
生活に公共交通を利
用している

効率性の高い移動に
加え、まちなかの移
動そのものを楽しむ
環境が整っている

多様な価値観やニー
ズを持つ様々な世代
の人々が、大都市圏
では得られないゆと
りと安心を実感でき
るよう、都市と自然
を自由に行き来でき
ている

自家用車から地域公
共交通への転換を志
向する県民の割合

施策見直し案検討 〇〇圏域：○%

圏域ごとの数字を見ながら立ち返って要因を把握・見直し

移動はしているが公共交通が利用さ
れていない
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ウ 各地域のマネジメント支援（部会である市町交通会議との連携） 

(ｱ) 目的 

各市町の地域公共交通計画の策定とそれを通じて地域交通のマネジメントを実

施していくことのできる人材の育成や、県内交通データの整備・拡充を行うこと

で、各地域の交通マネジメント力を強化します。 

(ｲ) 役割 

・市町や事業者向けに計画作成研修を実施し、地域公共交通の計画策定を通じて

各地域の交通マネジメントを実施していくことのできる県内交通人材の育成を

行います。 

・GTFSの導入を促進することで、県内交通データの拡充を図ります。 

・モビリティデータ連携基盤を整備し、マネジメントの基盤として市町の交通政

策に活用します。 

・県と市町が一体となって持続可能な地域公共交通体系を構築していくため、市

町の交通計画策定を支援します。 

(ｳ) 実施事項 

① 交通マネジメント研修 

・市町や事業者の交通担当者がビジョンの目指す姿や施策の考え方などを理解し、

各市町の交通計画に反映できるよう、仮説検証型の交通計画作成研修を行いま

す。 

・研修を通して、地域交通のマネジメントを効果的に実施できる人材を育成する

とともに、エリアや職種をまたいだ産官学の連携を強化することで各地域の交

通マネジメント力を強化していきます。 

② GTFS作成研修・講師派遣 

・中山間地域等では GTFS の導入が進んでいないことを踏まえ、GTFS 作成研修や

作成をサポートするため組織に対して講師の派遣を行い、県内の公共交通デー

タを拡充することで、目指す姿の実現に向けてビジョンの評価・施策検討や市

町の交通政策に活かしていきます。 

③ モビリティデータ連携基盤 

・多様な交通データを一括管理し、市町や事業者の交通政策への活用をしてもら

う等、ビジョンの目指す姿実現に向けたマネジメントの基盤として活用してい

きます。 

④ 市町地域公共交通計画の策定支援 

・県と市町が一体となった持続可能な地域公共交通体系の構築を目指し、各市町

の交通計画に方向性や施策の考え方などが反映されるよう、公共交通会議に積

極的に参加し、アドバイスやサポートを行うなど、市町公共交通計画策定を支

援します。なお、大学や地域団体等が開催する勉強会に積極的に参画し、先進

事例を含む新たな取組についても知見を深めて関係者へ共有していきます。 
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(2) ビジョンの推進スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 計画推進スケジュール 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

協議会

エリア分科会

部会
（市町公共交通会議）

マネジメント力の強化

県

市町

地域間幹線系統
（国・県・事業者）

研修会・専門家派遣

計画認定の申請（県→国） 認定（国） 補助金交付申請

交付決定
（国、県）

中間評価
次年度事業の検討

中間報告
次年度の施策案の確認

予算要求

予算要求

ビジョン評価
地域公共交通確保
維持計画の評価

利用転換策
MMの実施

認定申請

利用転換策
MMの検討

二次評価（国）

考え方の共有

施策見直し案提示

共有

人材育成・
データ拡充

マネジメント力強化

共有
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１ 広島県地域公共交通協議会設置要綱 

 

広島県地域公共交通協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 広島県地域公共交通協議会（以下「協議会」という。）は、地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律(平成 19年法律第 59号。以下「法」という。) 第６条第１項の規定に

基づき、広島県地域公共交通ビジョン (以下「ビジョン」という。) の作成及び実施に関

し必要な協議を行うために設置する。 

 

（事業） 

第２条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

（１）ビジョンの策定及び変更に関する協議に関すること。 

（２）ビジョンの実施に関する協議に関すること。 

（３）ビジョンに位置付けられた事業の実施に関すること。 

（４）前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。 

 

（委員） 

第３条 協議会の委員は、別表１に掲げるものとする。 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、欠員を生じた場合、補充の委員の任期は前任者の残

任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に、会長及び副会長を１名ずつ置く。 

２ 会長及び副会長は、前条第１項に掲げる委員となるべき者の中から、これを選任する。 

３ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠

けたときは、会長の職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席するか書面等により協議に参加できなければ開くことがで

きない。 

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、

その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

４ 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

５ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議
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事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

６ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は

会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に際し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（エリア分科会） 

第６条 協議会には、第２条の各号に掲げる事項に関して、市町間の広域的な移動について

関係者と協議等を行うため、別表２に掲げるエリア分科会を設置する。 

 

（部会） 

第７条 協議会には、第２条の各号に掲げる事項に関して、地域の実情に応じた協議等を行

うため、別表３に掲げる市町の地域公共交通活性化協議会等を本協議会の部会として位置

付ける。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の業務を行うため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、広島県地域政策局交通対策担当に置く。 

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（監査） 

第９条 協議会に監査委員を１名置く。 

２ 協議会の出納監査は、会長が別に定めた監査委員によって行う。 

３ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

 

（その他） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定

める。 

 

 附 則 

この要綱は、令和４年４月 11日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年 10 月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年３月１日から施行する。  



90 

 

（令和５年時点） 

２ 広島県地域公共交通協議会委員名簿  

表 広島県地域公共交通協議会委員名簿（広島圏域） 

 

所属・役職 氏 名 

学
識
者 

広島大学大学院先進理工系科学研究科教授  【会長】 藤原 章正 

福山市立大学大学院都市経営学研究科教授  【副会長】 渡邉 一成 

広島工業大学工学部環境土木工学科教授 伊藤 雅 

呉工業高等専門学校環境都市工学分野教授 神田 佑亮 

広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 力石 真 

事
業
者 

公益社団法人広島県バス協会専務理事 赤木 康秀 

一般社団法人中国旅客船協会専務理事 迫田 武利 

一般社団法人広島県タクシー協会専務理事 山口 昭博 

中国地方鉄道協会専務理事 田中 茂 

西日本旅客鉄道株式会社中国統括本部広島支社副支社長 奥井 明彦 

利
用
者 

広島県高等学校 PTA連合会会長 岡崎 光治 

社会福祉法人広島県社会福祉協議会常務理事 小池 英樹 

公益社団法人広島消費者協会会長 栗原 理 

一般社団法人広島県観光連盟専務理事 岡村 清 

行
政 

広島県市長会 三次市長 福岡 誠志 

広島県町村会 坂町長 吉田 隆行 

国土交通省中国運輸局交通政策部長 阪場 進一 

広島県地域政策局長 杉山 亮一 
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（令和５年時点） 

３ 広島県地域公共交通協議会エリア分科会構成員 

表 広島県地域公共交通協議会エリア分科会構成員（広島圏域） 

  

 職 名 氏 名 

学識者 広島工業大学工学部環境土木工学科教授 伊藤  雅 

行
政 

広島市公共交通調整担当課長 林田 大地 

呉市交通政策課長 中本 敬順 

竹原市企画政策課長 大川 真功 

大竹市自治振興課長 岡崎 研二 

東広島市地域政策課総合交通対策室長 荒金 英樹 

廿日市市交通政策課長 宮本 幸真 

安芸高田市政策企画課長 佐々木 満朗 

江田島市企画振興課長 飴野 秀樹 

府中町都市整備課長 礒亀 智 

海田町町民生活課長 水川 綾子 

熊野町生活環境課長 熊野 孝則 

坂町都市計画課長 松谷 展裕 

安芸太田町企画課長 二見 重幸 

北広島町まちづくり推進課長 矢部 芳彦 

大崎上島町企画課長 川本 享之 

事
業
者 

公益社団法人広島県バス協会専務理事 赤木 康秀 

広島電鉄株式会社執行役員交通政策本部副本部長 山根 辰夫 

広島交通株式会社常務取締役 手島 忠幸 

芸陽バス株式会社取締役第一営業部長 見﨑 真二 

中国 JRバス株式会社常務取締役企画部長兼運輸部長 中安 雅文 

備北交通株式会社取締役総括本部長 實兼 利光 

一般社団法人広島県タクシー協会専務理事 冨田 直也 

広島県旅客船協会専務理事 迫田 武利 

広島地区旅客船協会会長 上村 隆彦 

呉地区旅客船協会会長 内堀 達也 

西日本旅客鉄道株式会社中国統括本部広島支社課長 山口 晃弘 
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（令和５年時点） 
表 広島県地域公共交通協議会エリア分科会構成員（備後圏域） 

 

 職 名 氏 名 

学識者 福山市立大学大学院都市経営学研究科教授 渡邉 一成 

行
政 

三原市生活環境課長 鳩野 努 

尾道市政策企画課長 村上 堅 

福山市都市交通課長 桒原 陽介 

府中市都市デザイン課長 日野 雄蔵 

世羅町企画課長 升行 真路 

神石高原町総務課長 瀬尾 浩康 

事
業
者 

公益社団法人広島県バス協会専務理事 赤木 康秀 

芸陽バス株式会社取締役第一営業部長 見﨑 真二 

中国バス株式会社取締役運輸部長 宇田 雅英 

鞆鉄道株式会社取締役旅客運送事業部長 神原 昌弘 

一般社団法人広島県タクシー協会東部支部長 山田 康文 

広島県旅客船協会専務理事 迫田 武利 

尾道地区旅客船協会会長 弓場 丞 

西日本旅客鉄道株式会社中国統括本部広島支社課長 山口 晃弘 
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（令和５年時点） 

表 広島県地域公共交通協議会エリア分科会構成員（備北圏域） 

 

 職 名 氏 名 

学識者 呉工業高等専門学校環境都市工学分野教授 神田 佑亮 

行
政 

三次市定住対策・暮らし支援課長 呑谷 巧 

庄原市地域交通課長 下森 一克 

事
業
者 

備北交通株式会社取締役総括本部長 實兼 利光 

一般社団法人広島県タクシー協会北部支部長 石田 光雄 

西日本旅客鉄道株式会社中国統括本部広島支社課長 山口 晃弘 
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４ 広島県地域公共交通ビジョン策定の経過の概要 

 

表 広島県地域公共交通協議会開催概要 

協議会 日時 議事 

第１回 令和４年５月 12日(木) (1)広島県地域公共交通ビジョンの策定について 

第２回 令和４年９月５日(月) (1)広島県における公共交通の現状と課題 

第３回 令和４年 12 月１日(木) (1)広島県における公共交通の目指す姿 

第４回 令和５年３月 20日(月) 

(1)広島県における地域公共交通の基本方針・施策の方

向性 

(2)広島県地域公共交通ビジョン骨子案 

(3)令和５年度事業計画案及び収支予算案 

第５回 令和５年８月９日(水) (1)目指す姿の実現に向けた施策について 

第６回 令和５年 12月 25日(月) 
(1)広島県地域公共交通ビジョンの施策・評価指標（案） 

(2)広島県地域公共交通ビジョン素案 

第７回 令和６年３月 21日(木) (1)広島県地域公共交通ビジョン策定（予定） 

 

表 広島県地域公共交通協議会エリア分科会開催概要 

分科会 日時 圏域 議事 

第１回 

令和５年７月６日(木) 備後 
(1)広島県地域公共交通ビジョン骨子について 

(2)目指す姿を実現するための施策について 
令和５年７月７日(金) 広島 

令和５年７月 13日(木) 備北 

第２回 

令和５年８月 23日(水) 備北 

(1)地域公共交通ビジョンの施策（案）について 令和５年８月 29日(火) 備後 

令和５年８月 30日(水) 広島 

第３回 

令和５年 10月 10日(火) 備北 
(1)地域公共交通ビジョンの施策・評価指標

（案）について 
令和５年 10月 12日(木) 備後 

令和５年 10月 13日(金) 広島 
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５ 広島県地域公共交通ビジョン策定ワーキンググループの検討経緯の概要 

 

表 広島県地域公共交通ビジョン策定ワーキンググループ（令和４年度）（１/２） 

WG 日時 テーマ 

第１回 令和４年４月５日(火) 

(1)参加者紹介 

(2)執行部体制 

(3)協議会委員就任状況 

(4)今後の進め方 

(5)その他 

第２回 令和４年４月 25日(月) 

(1)第１回 WGの振り返り 

(2)本日の議論テーマ 

(3)第１回協議会について 

(4)７月～９月の WGスケジュール調整 

第３回 令和４年５月 30日(月) 
(1)ワーキングの進め方（時点更新） 

(2)前回の WGのとりまとめ 

第４回 令和４年６月 10日(金) 
(1)地方自治体が策定する地域公共交通ビジョンに必

要な視点や留意すべき事項 

第５回 令和４年６月 24日(金) 

(1)第２回協議会に向けた WGスケジュール 

(2)第５回 WGでの議論テーマ～課題の整理に向けて～ 

(3)参考 第４回 WG議事メモ 

第６回 令和４年７月８日(金) 

(1)第２回協議会に向けた WGスケジュール 

(2)前回 WGの要点 

(3)追加データ分析 

(4)課題の打ちだしについて（本日の WG議論テーマ） 

(5)参考 第５回 WG議事メモ 

第７回 令和４年８月９日(月) 

(1)都市間の広域移動はどうあるべきか 

(2)地域内の生活移動はどうあるべきか 

(3)地域公共交通サービスを構成する主体はどうある

べきか 

(4)テーマ１～３の地域公共交通としてのあるべき論

以外で、社会外部環境の存在を踏まえ、地域公共交

通が配慮すべき視点 
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表 広島県地域公共交通ビジョン策定ワーキンググループ（令和４年度）（２/２） 

WG 日時 テーマ 

第 8回 令和４年８月 22日(月) 

(1)第２回協議会資料の共有 

(2)未来シナリオ導出に向けた検討の進め方 

(3)Webアンケート（実態調査）について 

第 9回 令和４年９月８日(木) 
(1)シナリオプランニングによる未来シナリオの設定

の進捗報告 

第 10回 令和４年９月 27日(火) 

(1)第３回協議会に向けた WGスケジュール 

(2)目指す姿の再定義 

(3)目指す姿の検討 

第 11回 令和４年 10月 20日(木) 

(1)WGのスケジュール 

(2)目指す姿（地域類型）について 

(3)来年度の進め方 

第 12回 令和４年 11月 17日(木) 
(1)第３回協議会資料について 

  目指す姿（県全体・地域類型別）等 

第 13回 令和４年 12月 12日(月) 

(1)第３回協議会資料の振り返りについて 

(2)施策の方向性・施策の検討（フェーズ 2）について 

(3)エリア分科会の進め方について 

第 14回 令和４年 12月 26日(月) 

(1)スケジュールおよび全体構成について 

(2)施策の方向性（案）について 

(3)施策事例分析 

第 15回 令和５年１月 20日(金) 

(1)スケジュールについて 

(2)各市町の交通会議への進捗報告 

(3)基本方針～施策の方向性について～ 

(4)個別事業 

(5)未来シナリオを活用した施策の方向性 

第 16回 令和５年２月 17日(金) 

(1)スケジュールについて 

(2)骨子案について 

(3)基本方針～施策の方向性について～ 

(4)新制度・新事業について 

第 17回 令和５年３月７日(火) 
(1)はじめに 

(2)基本方針～施策の方向性～ 
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表 広島県地域公共交通ビジョン策定ワーキンググループ概要（令和５年度）（１/２） 

WG 日時 テーマ 

第１回 令和５年４月 11日（火） 
(1)第４回協議会の意見概要と対応方針 

(2)令和５年度の進め方について 

第２回 令和５年４月 24日（月） 

(1)既存補助事業の概要について 

(2)個別事業（案） 

(3)各市町の計画との整合性について 

第３回 令和５年５月 11日（木） 

(1)基本方針・方向性と対策の対応関係 

(2)確認事項 

  施設集制度と補助額との相関分析について 

第４回 令和５年５月 18日(木) 

(1)スケジュール 

(2)基本方針・施策の方向性の図解 

(3)基本方針・施策の方向性を踏まえた新事業・制度（素

案） 

(4)エリア分科会の進め方 

(5)広島型 MaaS推進事業 

第５回 令和５年５月 31日(水) 

(1)前回 WGの振り返り 

(2)計画の評価（評価指標・目標値）について 

(3)データ分析の中間報告 

第６回 令和５年６月 15日(木) 
(1)施策について 

(2)エリア分科会の進め方 

第７回 令和５年７月 14日(金) 
(1)エリア分科会の結果共有 

(2)第５回協議会の資料確認 

第８回 令和５年７月 21日(金) 

(1)協議会資料について 

(2)評価指標について 

(3)データ分析（施設集積と補助の関係について） 

第９回 令和５年８月１日(火) 

(1)協議会資料について 

(2)指標設定について 

(3)今後のスケジュール 
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表 広島県地域公共交通ビジョン策定ワーキンググループ概要（令和５年度）（２/２） 

WG 日時 テーマ 

第 10回 令和５年８月 22日(火) 

(1)協議会の振り返り 

(2)２回エリア分科会の進め方 

(3)評価指標について 

第 11回 令和５年９月 28日(木) (1)評価指標の検討 

第 12回 令和５年 10 月２日(月) 
(1)評価指標の検討 

(2)第３回エリア分科会の進め方 

第 13回 令和５年 10月 24日(火) 

(1)第３回エリア分科会の振り返り 

(2)アクセシビリティ指標について 

(3)地域公共交通ビジョンの構成について 

第 14回 令和５年 11月 13日(月) 
(1)評価指標について 

(2)地域公共交通ビジョン素案について 

第 15回 令和５年 12月 11日(月) 

(1)計画の推進について 

(2)評価指標について 

(3)ビジョン素案及び協議会（12/25）について 

第 16回 令和６年２月５日(月) (1)ビジョン最終案について（予定） 

 


